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大項目 中項目 施　策  名 担当課 頁 大項目 中項目 施　策  名 担当課 頁

②　「人権・同和問題啓発推進会」の充実・強化 人権政策課

③　職員研修の取り組み 総務課

④　人権センターの機能充実・強化 人権政策課

⑤　企業・事業所が行う人権研修への支援 産業振興課

③　透明性・公平性・公正性の確保 人権政策課

④　市民・関係機関・団体とのネットワークの構築 人権政策課

⑤　人権相談機能の充実 人権政策課

④　「ワーク・ライフ・バランス」の啓発及び普及 人権政策課

①　地域における子育て支援の充実 子育て支援課

②　「児童虐待ネットワーク」の充実・強化 子育て支援課

①　高齢者を支援する地域づくり 高齢者支援課

①　全職員を対象とした人権問題研修の推進 総務課 ②　介護予防の推進 高齢者支援課

③　介護保険事業の推進 介護保険課

③　人権問題に関わる外部研修への参加 人権政策課

⑤　各種相談業務の充実 高齢者支援課

⑥　高齢者の孤立化への対策 高齢者支援課

①　相談支援体制の充実
福祉課
元気づくり課

②　就労支援の充実
③　人権問題研修の充実 保育児童課 ③　障がい福祉サービスの展開
①　人権教育の組織的・計画的な推進 学校教育課 ④　地域生活支援事業の推進

⑤　障がい者差別の解消の推進
①　国籍や人種にとらわれない市民意識の醸成 国際・交流課 24

③　教職員研修の充実 学校教育課

①　社会教育における学習と実践の一体化
社会教育課
文化学習課

③　地域交流活動の促進 社会教育課

①　人権問題に関する研修会などへの参加 産業振興課

②　人権啓発推進者の育成・援助 産業振興課

③　企業・事業所等研修会の支援 産業振興課

④　就職支援の取り組み 産業振興課

22

元気づくり課
学校教育課

27

28

④　高齢者支援に関する市民への啓発

福祉課

人権政策課
学校教育課

文書情報課
市民課

　目　　次　　《　太宰府市「人権尊重のまちづくり推進基本指針」に基づく実施計画の事業一覧表　》  

(1) 総合行政として
     の推進体制の
     構築と人権施
     策の推進

①　「人権尊重のまちづくり推進本部」による横断
的な機能　の強化・充実

人権政策課

20

1
･
2

③　女性の登用率などの向上に向けて
人権政策課
総務課

人権政策課

学校教育課
社会教育課

②　人権教育・啓発の推進リーダーの育成
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課
人権政策課
社会教育課

①　市民に対する教育・啓発活動の推進
人権政策課
社会教育課

②　個別計画の見直し

人権政策課
福祉課
介護保険課
高齢者支援課
保育児童課

①　第２次太宰府市男女共同参画プランの推進
　　と進行管理

人権政策課

(2) 女性の人権
     問題

2
・
3

(4) 企業・事業所に
     おける人権教育
     ・啓発

(2) 学校教育にお
     ける人権教育
     ・啓発

8

12

学校教育課
社会教育課

④　スクールカウンセラー及びスクールソーシャ
　　ルワーカーの配置

⑤　インターネットによる人権侵害への対応
学校教育課

(4) 高齢者の人権
     問題

③　校区自治協議会への「人権尊重のまちづ
　くり」活動への支援

２．「人権教育・啓発」
    の推進を目指 し
    て

(1) 就学前教育にお
     ける人権教育・
     啓発

①　子育てに関する情報の提供・相談体制・支
　援体制の充実

子育て支援課

9
(3) 社会教育にお
     ける人権教育
     ・啓発

③　調査・研究の充実
人権政策課
社会教育課

(5) 市民への人権
     教育・啓発

10

②　「人権尊重のまちづくり」活動への支援

国際・交流課　　観光推進課
市民課　　子育て支援課

(6)外国人の人権
    問題

(7) HIV感染者などに
     関する人権問題

②　家庭教育に関する保護者の学習機会の
　充実と支援

社会教育課

① 教育・啓発の推進

②　学力・進路保障実践の充実

国際・交流課
市民課

11

(3) 子どもの人権
     問題

③　児童生徒の学力保障・進路保障の充実

学校教育課
社会教育課

7

学校教育課

保育児童課
学校教育課

5

人権政策課
高齢者支援課
産業振興課

6

②　保育所、幼稚園、学校、家庭、地域との連携
　　を図り、人権尊重精神の普及・啓発の推進

② 生活全般にわたった相談窓口の充実

③ 外国人にも分かりやすい情報提供

(5) 障がいのある人
　　 の権問題

(9)インターネットによる
    人権侵害問題

① 個人情報の保護と運用

② インターネットによる人権侵害への対応
①　人権教育・啓発の充実と推進

人権政策課
社会教育課

人権政策課
社会教育課

(8) 性的少数者の人権
　 　問題

人権政策課

(10) 職場における
      人権問題

① 教育・啓発の推進

① 教育・啓発の推進

(11) 様々な人権問題 ① 関係機関・団体との連携

19

②　DVなどの被害者に対する相談機能の充実
　  及び自立支援

人権政策課

③ 学校教育の場での啓発 学校教育課

人権政策課

29

23

25

25
･26

①　市民参加・参画の促進
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課
人権政策課
社会教育課

3

4

１．「総合行政として
　の人権行政」を目
　指 して

(2) 人権尊重の地域
　　 コミュニティづくり

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課
人権政策課
社会教育課

④　コミュニティ・スクールでの人権学習への
　支援

(3) 人権意識の向上
     をめざす職員の
     育成

②　職場における効果的な人権研修の取り組み

⑥　同和地区住民の生活基盤確立に向けた
　施策の構築

人権政策課
生活支援課
元気づくり課

15

(1) 同和問題

３．「個別の人権
　　問題の基本的
　　方向」

16
・
17

13

14

18

21



施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課
1
(１)

【第四次地域福祉計画】
・地域福祉推進委員会などをとおして、進捗
管理を確実に行うとともに、ホームページや
広報等により、地域への周知を図ります。

【第５次障がい者プラン】
【障がい福祉計画(第６期）及び障がい児福祉
計画（第２期）】
・計画的推進を図るとともに進捗状況を確認
します。

福祉課【第三次地域福祉計画】
[成果]
・地域福祉推進委員からの意見をいただ
きながら、第三次地域福祉計画の進行管
理と総括を行い、第四次地域福祉計画へ
反映させました。

[課題]
・新しく策定した第四次地域福祉計画の
推進のため、地域への周知徹底が必要で
す。

【第５次障がい者プラン】
【障がい福祉計画(第６期）及び障がい
児福祉計画（第２期）】
[成果]
・進捗状況の確認と計画的推進を行いま
した。

[課題]
・障がいや障がいのある人に対する理解
を促進するための啓発が必要です。

・実施計画全事業の令和２年度実施状況及び令和３
年度～４年度の実施計画については、新型コロナウ
イルス感染症対策のため、関係課ヒアリング、推進
本部幹事会は開催せず、メールで聞き取りを行いま
した。８月には推進本部会議を開催し、同月に太宰
府市人権尊重のまちづくり推進審議会を開催し、内
容を報告しました。

・「第２次男女共同参画後期プラン」の実施状況に
ついて各課のヒアリングを行いました。

【第三次地域福祉計画】
・関係課のヒアリングを実施し、進捗状況や今後の
取り組みの内容を確認しました。その結果を実施報
告書及び取り組み計画書にまとめ、地域福祉推進委
員会において報告・審議を行いました。

【第四次地域福祉計画】
・庁内組織である地域福祉計画推進協議会及び部会
にて、第三次地域福祉計画の成果と課題や市民アン
ケート等の結果を踏まえて素案を検討し、地域福祉
推進委員会（計７回開催）の審議を経て第四次地域
福祉計画を策定しました。

【第５次障がい者プラン】
【障がい福祉計画(第６期）及び障がい児福祉計画
（第２期）】
・広報やHPにて計画の周知を行いました。
・進行管理として関係課ヒアリングを行い、進捗状
況や今後の取り組み内容について確認し、庁内会議
である障がい福祉推進会を開催し報告しました。
・計画の進捗状況を確認し、障害者施策推進協議会
を開催し報告しました。

　市長を本部長とする「人権尊重
のまちづくり推進本部」が設置さ
れており、さらに総合行政の充実
を図り、横断的な人権政策の推進
を図っていきます。

[成果]
・新型コロナウイルス感染症対策のた
め、各課のヒアリングは実施できません
でしたが、メールで聞き取りを行い、担
当課に確認しました。

[課題]
・審議会から感染対策を講じながらでも
ヒアリングを実施し、現場の生の声を聞
くべきとの指摘があり、令和４年度はヒ
アリングを再開しました。

人権政策課

・「人権尊重のまちづくり推進基本指針(改訂
版)」に沿った実施計画が推進できているか点
検を行います。

人権政策課[課題]
・令和５年度に「第３次男女共同参画プ
ラン」を策定する予定であり、社会情勢
等を踏まえつつも改訂した「人権尊重の
まちづくり推進基本指針」に沿った実施
計画が推進できているものとなるよう検
討を進めます。

・毎年、前年度の進捗状況の把握と評価を行
うとともに、向こう２カ年の実施計画を取り
まとめて人権尊重のまちづくり推進審議会に
報告し、助言等をいただきながら計画の適切
な進行管理に努めます。

介護保険課

施策名

総合行政としての推進体制の構築と人権施策の推進
「人権尊重のまちづく
り推進本部」による横
断的な機能の強化・充
実

「総合行政としての人権行政｣を目指して
項目

①

・令和２年度に策定した【太宰府市高齢者支援計画
（高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画】（令
和３年度～令和５年度）の進捗状況を介護保険運営
協議会に報告し、意見をもらいました。

個別計画の見直し 　各部署が事業計画の策定やその
見直しを行う場合は、「人権尊重
のまちづくり推進基本指針」の基
本理念を尊重し、すべての施策が
人権にかかわるということを認識
し、取り組みを進めていきます。

・現計画の進捗管理を継続して行っていきま
す。

・【太宰府市高齢者支援計画（高齢者福祉計
画・第９期介護保険事業計画】（令和６年度
～令和８年度）の令和５年度中の策定に向け
て、第８期計画の進捗を踏まえた内容の見直
しを行っていきます。

[成果]
・事業の分析を行い、介護保険運営協議
会で説明することにより、意見を聴くこ
とができました。

[課題]
・現計画の進捗把握と並行して、次期計
画（令和６年度～令和８年度）に向けて
のニーズ調査、実態調査を実施する必要
があります。

②

1



施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課施策名項目
1 (１) ②

④

③

保育児童課

・市ホームページに「人権尊重のまちづくり推進基
本指針｣、「第２次男女共同参画プラン」を掲載して
います。
・例年、人権擁護委員の日(６月１日)、同和問題啓
発強調月間(７月)、人権週間(12月)に合わせ、西鉄
駅前やスーパー店頭での街頭啓発を実施しています
が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止し
ました。
・昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施
できなかった「同和問題啓発強調月間市民講演会」
については、人数制限、検温などの感染対策を講じ
ながら実施しました。また、「太宰府市男女共同参
画市民フォーラム」については、会場での予約制で
の録画配信に加え、youtubeでの動画配信を行いまし
た。
・本市では毎年、様々な分野に関する「まちづくり
市民意識調査」を実施し、その中で市民から人権に
関する意見を聴く場を設けています。

・「子ども・子育て支援事業計画」（平成27年度～
令和元年度）及び「第二期子ども・子育て支援事業
計画」（令和２年度から令和６年度）の進行管理に
ついて、太宰府市子ども・子育て会議において説明
を行い、協議をしました。
【新設認可保育園の公募】
認可保育所の公募・選定を実施：令和５年４月１日
開園予定（120人定員）

　市民から幅広く意見を聴取する
こと、市民に対して積極的な情報
提供・情報公開に努めること、法
令を遵守すること、そして施策が
適切かどうかを検証することは市
政運営にあたって極めて重要なこ
とから、人権行政では透明性・公
平性・公正性を確保していきま
す。

・関係各課と調整のうえ「子ども・子育て支
援サービス」の提供状況の確認を行い、各種
施策を実施します。
・令和４年４月１日現在　待機児童数36人
・令和４年度　新設認可保育園整備（１件）
　　　　　　　既存園の建て替え（１件）
　令和５年度　既存園の建て替え（１件）

[成果]
・「人権尊重のまちづくり推進基本指
針」の基本理念や基本的視点を尊重し、
事業を推進しました。

[課題]
・「第２期子ども・子育て支援事業計
画」の中間見直しに際し、実績を基に今
後のニーズ量の把握と確保の検討を行う
必要があります。

人権政策課[成果]
・自治会長を始めとした校区自治協議会
の役員に地域の中の身近な人権について
考えてもらえる機会となりました。
・同和問題啓発強調月間の市民講演会
に、啓発推進会登録団体より57人の参加
を得ました。

[課題]
・「太宰府市人権・同和問題啓発推進
会」に対しては講演会や研修会に案内す
るだけではなく、各団体での自主的な啓
発事業の実施へとつなげていくことが課
題です。
・校区自治協議会役員を対象とした「10
分プレゼン」を継続して実施し、地域で
の理解促進へとつなげ、各校区自治協議
会や自治会などでの自主的な研修開催へ
とつなげていくことが課題です。
・事業所、学校、各種団体等への啓発
や、連携の機会を継続的に設け、男女共
同参画社会推進の意識向上へとつなげる
ことが課題です。

・２校区の自治協議会役員会で「10分プレゼン」
（人権問題について職員が会議の前にプレゼンす
る）を実施し、人権尊重や男女共同参画への理解促
進に努めました。
・「人権講座ひまわり」を国分区の協力を得て、地
域での開催を企画しましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響で中止を余儀なくされました。
・「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」に対し、
市主催の「同和問題啓発強調月間市民講演会」と
「男女共同参画市民フォーラム」の案内を行い、周
知と参加を依頼しました。
○「同和問題啓発強調月間市民講演会」における太
宰府市人権・同和問題啓発推進会登録団体からの参
加者数
　自治会役員　　：20人
　民生・児童委員：26人
　人権擁護委員　：３人
　その他　　　　：８人

・「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」登
録団体へ、「同和問題啓発強調月間市民講演
会」、「人権講座ひまわり」、「男女共同参
画市民フォーラム」等の参加案内に加え、構
成団体内での人権問題研修会の講師紹介案内
を行うとともに「啓発推進会」の機能を高め
る検討と参加団体の拡大に努めます。
・市自治協議会主催の研修会に、「人権の尊
重」や「男女共同参画」の視点を取り入れた
研修の開催に向けて協力・支援を行います。
・校区自治協議会役員会での人権や男女共同
参画に関する「10分プレゼン」（人権問題に
ついて職員が会議の前にプレゼンする）を継
続して実施し地域の理解促進に努めます。
・「ルミナス登録団体」を基礎とした関係団
体のネットワークの充実を図り、協力・協働
して事業を進めます。

・太宰府市高齢者支援計画（高齢者福祉計画・第８
期介護保険事業計画）の初年度にあたり、関係者等
に配付するとともに、進捗管理を行いました。

[成果]
・関係部署の進捗状況を把握し、運営協
議会で報告を行うことができました。

[課題]
・引き続き、進捗管理を行い、適切な運
営を行う必要があります。

【太宰府市高齢者支援計画（高齢者福祉計
画・第８期介護保険事業計画】（令和３年度
～令和５年度）
・進捗状況を把握し、適正な運営を行いま
す。

・「同和問題に関する市民意識調査」で得ら
れた結果を参考にして、今後の人権施策に活
かします。
・「第２次男女共同参画プラン」の進捗状況
は、年度ごとに報告書をまとめ、ホームペー
ジで公表します。
・コロナ禍においても、事業を中止すること
なく、対策を講じたり、方式を変更し実施し
ます。

人権政策課[成果]
・「人権尊重のまちづくり推進基本指
針」、「第２次男女共同参画プラン」を
市ホームページに掲載するとともに、昨
年度はコロナ禍で中止となった事業も、
感染対策を講じながら実施することがで
きました。

[課題]
・講演会等の人を集める事業がリモート
や動画配信になった場合、実際の参加者
数や参加者の反応を把握することが困難
です。

　「人権尊重のまちづくり」を推
進するため、国・県などの行政機
関はもとより市民、企業・事業
所、学校、市民活動団体など人権
活動に取り組む関係諸団体との連
携を図り、それぞれが担う役割を
明確にし、協働して実効ある人権
教育・啓発の積極的な取り組みを
進めていきます。

高齢者支援
課

個別計画の見直し 　各部署が事業計画の策定やその
見直しを行う場合は、「人権尊重
のまちづくり推進基本指針」の基
本理念を尊重し、すべての施策が
人権にかかわるということを認識
し、取り組みを進めていきます。

透明性・公平性・公正
性の確保

市民・関係機関・団体
とのネットワークの構
築
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課施策名項目
1 (１)

1 （２）

・２校区の自治協議会役員会で「10分プレゼン」を
実施し、人権尊重や男女共同参画への理解促進に努
めました。

・校区自治協議会においては、防災講座、福祉事業
などを協議、開催する中で、高齢者、女性、子ども
の人権問題など、職員も一緒になって検討していま
す。
・２校区の自治協議会役員会において、人権政策課
からの人権問題に関する「10分プレゼン」を実施し
ました。

・校区自治協議会役員会での人権や男女共同
参画に関する「10分プレゼン」を継続して実
施し、地域での理解促進に努めます。
・地域コミュニティ課と連携して、校区自治
協議会や各自治会の中に人権に関する委員会
等の組織化を目指します。
・要請に応じて出前講座を開催します。

　校区自治協議会と協働して人権
学習を行いながら、自主的・組織
的な学習環境づくりを働きかけ、
将来的には「人権尊重・安心のま
ちづくり委員会(仮称)」のような
地域住民の参加・参画による組織
的・継続的な人権教育・啓発の推
進に取り組みます。

[成果]
・筑紫地区では最も多い相談件数でし
た。

[課題]
・人権擁護委員を身近に感じてもらい、
｢定例人権相談｣の利用を促進するため、
今後も毎月の広報での周知、「人権擁護
委員の日」や「人権週間」、「市民政庁
まつり」、「人権まつり」での啓発活動
を行うとともに、市民への周知策を検討
する必要があります。

・人権擁護委員が、人権に関する様々な相談を受け
るため、定例の「人権（悩みごと）相談」を奇数月
の第２金曜日、及び６月１日の「人権擁護委員の
日」に相談会を実施しました。
・人権相談での相談件数
　令和３年度　９件
　令和２年度　13件
　令和元年度　４件
　平成30年度　８件
　平成29年度　３件
・人権侵害の防止と救済を目的とする法の制定を、
「筑紫地区人権・同和行政推進協議会」から国へ働
きかけました。

・人権擁護委員による「定例人権(悩みごと)
相談」は、毎月第２金曜日（６月は１日の
「人権擁護委員の日」）の年12回開催しま
す。
・「人権(悩みごと)相談」を市民が気軽に利
用できるよう、市ホームページや街頭啓発で
の周知方法の検討や改善を図ります。
・「人権まつりだざいふ」での「子ども人権
相談」の周知、充実に努めます。

[成果]
・防災や福祉の取り組みにも、人権の視
点を持ってあたっており、防災講座など
でも女性や高齢者の人権問題について考
える機会となりました。

[課題]
・地域福祉の角度からは人権について議
論はされていますが、今後、人権問題に
ついての専門部会設置は、行政がきっか
けをつくり、地域と連携して取りんでい
く必要があります。併せて、地域コミュ
ニティ課と人権政策課が連携して、校区
自治協議会の情報の共有を図りながら進
める必要があります。

地域コミュ
ニティ課

・市自治協議会の活動計画に人権学習会への
参加を掲げてあることから、行政としても地
域コミュニティ課と人権政策課が連携して、
様々な機会を捉えて委員会組織化のきっかけ
づくりを図ります。

[成果]
・自治会長を始めとした校区自治協議会
の役員に地域の中の身近な人権について
考えてもらえる機会となりました。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の影響で、
２つの校区自治協議会役員会しか回れま
せんでした。
・校区自治協議会役員を対象とした「10
分プレゼン」を継続して実施し、地域で
の理解促進へとつなげ、各校区自治協議
会や自治会などでの自主的な研修開催へ
とつなげていくことが課題です。

人権政策課

　人権侵害は未然の防止が重要で
あり、行政としてはこれに全力を
尽くします。また、複雑・多様化
する人権侵害に対しては、迅速か
つ柔軟に対応し、救済につなげて
いく相談窓口の機能充実・強化を
図ります。
　今後は、法務局や人権擁護委員
など関係機関との連携を深めてい
くとともに、人権侵害救済に関す
る法律の早期制定に向けて働きか
けを行っていきます。

人権政策課

人権尊重の地域コミュニティづくり

人権相談機能の充実⑤

市民参加・参画の促進

・「人権講座ひまわり」の地域開催として、国分区
での開催を企画しましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により、中止となりました。

[成果]
・コロナ禍により残念ながら中止となり
ましたが、地域開催の足掛かりとなりま
した。

[課題]
・地域開催を広めていき、数多くの地域
の方々の参加につなげていくことが課題
です。

・人権講座ひまわりの地域開催を企画し、継
続して実施します。

社会教育課

①
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課施策名項目
② 地域コミュ

ニティ課
・市自治協議会の活動計画に人権学習会への
参加を掲げてあり、行政としても関係課が連
携して研修会や講座などの支援を行います。
また、人権学習については、さらなる学習の
機会創出にも取り組んでいきます。

・２校区の自治協議会役員会において、人権政策課
からの人権問題に関する「10分プレゼン」を実施し
ました。

・２校区の自治協議会役員会で「10分プレゼン」を
実施し、人権尊重や男女共同参画への理解促進に努
めました。
・例年、「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」等
の関係諸団体の人権学習に講師を紹介しています
が、今年度は紹介依頼がありませんでした。

・市民の人権学習の場となっている人権講座「ひま
わり」を６回の実施で計画しましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況を考慮して中止した講座
があり、４回の開催となりました。

[成果]
・前年度作成したDVDを活用して人権講
座「ひまわり」を開催することができま
した。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の感染状況
に左右されない開催方法を検討していく
必要があります。

社会教育課

[成果]
・自治会長を始めとした校区自治協議会
の役員に地域の中の身近な人権について
考えてもらえる機会となりました。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の影響で、
２つの校区自治協議会役員会しか回れま
せんでした。
・校区自治協議会役員を対象とした「10
分プレゼン」を継続して実施し、地域で
の理解促進へとつなげ、各校区自治協議
会や自治会などでの自主的な研修開催へ
とつなげていくことが課題です。

人権政策課

・地域における推進リーダーを育成するた
め、必要な知識の習得及び啓発実施に関する
指導力の向上をめざした研修会や講座等の支
援を継続します。
・地域で話題にできるような身近な内容の研
修を行うなど、参加者層が拡大するよう努め
ます。

・校区自治協議会役員会での人権や男女共同
参画に関する「10分プレゼン」を継続して実
施し、地域での理解促進に努めます。
・身近に人権問題を捉えられるよう、校区自
治協議会役員会で人権問題全体研修会(講演会
等)を開催することで地域のリーダーを育成
し、各校区自治協議会や自治会などでの自主
的な研修開催へとつなげていけるよう、地域
コミュニティ課とも連携していきます。

[成果]
・地域活動のリーダーとして人権問題に
関して認識を深めることができました。

[課題]
・今後は、より身近な問題を参考に、自
治会との関わりについて学習を含め、関
係課が連携し研修などに取り組む必要が
あります。

人権教育・啓発の推進
リーダーの育成

　「人権尊重のまちづくり」の実
現に向けて、人権教育・啓発の推
進リーダーの育成並びに研修の実
施に取り組みます。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課施策名項目
1 （２） ③ ・校区自治協議会では様々な方向から人権問

題に関わっていくべきとの意向があり、市・
県主催の人権講演会などには積極的に参加さ
れていることから、継続的な学習の場の提供
を行い、人権政策課と連携して次のステップ
につなげるような積極的な働きかけや支援を
行います。

・２校区の自治協議会役員会で「10分プレゼン」
（人権問題について職員が会議の前にプレゼンす
る）を実施し、人権尊重や男女共同参画への理解促
進に努めました。

地域コミュ
ニティ課

人権政策課・人権や男女共同参画の視点を取り入れた研
修実施への協力・支援を行います。
・新型コロナウイルス感染症の状況をみて要
請に応じて出前講座を開催します。

・市自治協議会や校区自治協議会等への働き
かけと併せて、各校区自治協議会の人権イベ
ントや学習・研修会等の計画や実施状況を把
握しながら、地域の課題に即した学習会の開
催や講師のあっせん等、適切な支援を行いま
す。
・人権講座「ひまわり」の地域に出向いての
開催を行います。

[成果]
・実施はできなかったものの、今年度初
めて地区公民館開催の講座を計画するこ
とができました。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の感染状況
に左右されない開催方法を検討していく
必要があります。

・２校区の自治協議会役員会において、人権政策課
からの人権問題に関する「10分プレゼン」を実施し
ました。
・防災講座、福祉事業などを協議、開催する中で、
高齢者、女性、子どもの人権問題など、さまざまな
観点から考慮する必要があることを踏まえ、誰もが
参加しやすいものとなるよう職員も一緒になって検
討しました。

学校教育課・コミュニティ・スクールを地域の中核にお
き、地域の人たち一人ひとりが互いを認め合
い、安心して過ごすことができる環境づくり
ををすすめます。
また、小中連携を充実し、中学校ブロックに
おいてめざす児童生徒の姿を共有し、自他を
尊重していこうとする意欲や態度につながる
取組を推進します。

　コミュニティ・ス
クールでの人権学習へ
の支援

　中学校ブロックコミュニティ・
スクールを中心として、子どもの
人権課題に関する学習会開催に向
けた支援を行います。

[成果]
・地域とのかかわり方について、多様な
方法を模索している学校が増えてきまし
た。

[課題]
・地域の方や地域に出ていく活動に頼ら
ずに、地域に触れ、感謝や貢献等を考え
ていく学習が必要です。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、地域に出て
の活動や、地域の人との交流が難しい面もある中、
太宰府市の歴史を学ぶ学習活動として、地域に残る
文化財や、それらを守る人々の思いや活動から自他
を尊重する意欲や態度についての学習を行う機会も
ありました。

④

[成果]
・自治会長を始めとした校区自治協議会
の役員に地域の中の身近な人権について
考えてもらえる機会となりました。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の影響で、
２つの校区自治協議会役員会しか回れま
せんでした。
・校区自治協議会役員を対象とした「10
分プレゼン」を継続して実施しています
が、その内容をどう地域住民に広めてい
くかの検討が必要です。

 　校区自治協議会への講師派遣、
啓発資料、機材の提供を行うとと
もに、地域の人権行事やイベント
などへの支援を行います。

・市民の人権学習の場となっている人権講座「ひま
わり」を６回の実施で計画しましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況を考慮して中止した講座
があり、４回の開催となりました。
また、自治協議会等からの講師派遣依頼はありませ
んでした。

校区自治協議会への｢
人権尊重のまちづく
り｣活動への支援

社会教育課

[成果]
・災害弱者の把握、見守り活動の要望や
避難所運営を含む防災意識の向上に伴っ
て、人権問題を地域の重要課題とする認
識が育ってきています。
・人権政策課職員による「10分プレゼ
ン」を開催して、地域の問題として考え
る機会を設けました。

[課題]
・２校区の自治協議会にて男女共同参画
及び人権に関する「10分プレゼン」を実
施しましたが、これをどう役員・地域住
民に対して広げ、次のステップにつなげ
ていくのか、人権政策課と協議のうえ検
討していく必要があります。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課施策名項目
1 （３）

[成果]
・参加者503人（会計年度任用職員、外
郭団体職員含む）

[課題]
・コロナ禍における研修は動画研修に
偏ってしまうため、今後は実施方法を考
えていく必要があります。

・会計年度任用職員を含む全ての職員を対象
に同和問題研修会を継続して実施します。
・部落差別解消推進法が制定され、差別の実
態の結果を受けて、行政施策に取り組む必要
があることを、歴史的経緯も含めて学ぶ研修
を行います。また、実態調査で出された課題
や問題点を一般行政施策の中で、どのように
業務に生かしていくのかを展開できるような
研修を実施します。
また、職員が南隣保館で学ぶ機会を増やし、
同和問題がより身近な問題であることを意識
させるため、南隣保館等での研修会や同和地
区住民と直接、対話できるような研修を行い
ます。

　職員一人ひとりが豊かな人権感
覚を身につけ、人権尊重の視点に
立った業務を遂行するために、
様々な人権問題に取り組み、幅広
い人権意識を醸成するため、効果
的な研修を推進していきます。

・職員を対象に同和問題研修（動画視聴）を実施し
ました。
日程：令和３年12月８日、15日、24日
場所：プラム・カルコア太宰府

総務課① 　全職員を対象とした
人権問題研修の推進

人権意識の向上をめざす職員の育成

人権問題に関わる外部
研修への参加

　各種人権問題の外部研修(県主催
の研究集会、講演会、研修会など)
に積極的に参加し、職員の人権問
題に対する正しい理解と人権意識
の高揚を図っていきます。

② 職場における効果的な
人権研修の取り組み

　各職場の業務に関わる人権問題
や実態に応じて、きめ細やかな人
権問題研修を定期的に実施するな
ど、さらなる研修内容の工夫や見
直しを図り、人権行政の担い手と
しての自覚と責任を持った職員の
育成に取り組みます。

・「課内同和問題研修会」の研修内容は全ての課
で、創意工夫して取り組まれています。
・複数の課から研修会での助言や資料の提供などの
依頼を受けて対応しました。
・例年、全職員で取り組んでいる「同和問題啓発強
調月間」の「訪問配布」は、新型コロナウイルス感
染症の影響により実施できませんでしたが、その代
替として、「太宰府市部落差別の解消の推進に関す
る条例」に関する自主研修を各課に開催してもら
い、条例制定の背景や目的、行政として取り組める
ことなどについて意見交換を行いました。
・各課の「課内同和問題研修会｣の情報交換や外部研
修会参加計画、同和問題啓発強調月間の取り組みな
どを検討する「同推担当者会議」を５月に開催しま
した。

人権政策課[成果]
・県内で開催される各種研修への職員の
派遣については、録画配信に変更された
研修会もありましたが、市役所において
視聴会を開催する等して、計画どおり実
施できました。
・県外での研修については、リモートで
開催された研修会には、計画どおり参加
することができました。

[課題]
・県外での研修会等も主要なものを厳選
して参加・研修を継続していく必要があ
ります。

[成果]
・全職員が「太宰府市部落差別解消の推
進に関する条例｣に関する共通のテーマ
で研修を行うことで、市の責務、条例制
定の目的、行政の課題について、共通認
識が図れました。

[課題]
・「同和問題啓発強調月間の訪問配布」
については、現在市内２巡目ですが、新
型コロナウイルス感染症の影響で２年連
続（令和３年度も中止）実施できなかっ
たため、今後も継続しながら、自己啓
発、市民啓発の手法について検討してい
く必要があります。
・「課内同和問題研修会」は年間４回の
開催を基本に要請していますが、それぞ
れの課の業務形態によって、１回～４回
と職場間のバラつきがあります。

・「課内同和問題研修会」では、年度初めに
前年度の総括を行い、新年度の研修計画を立
て、研修を行います。
・「同和問題啓発強調月間の訪問配布」は職
員の任意参加ではありますが、全職員に参加
要請をしながら継続します。また、新たな自
己啓発、市民啓発の手法を検討します。
・「同和問題推進担当者会議」を開催して、
「同和問題啓発強調月間」の取組や「課内同
和問題研修会」の情報交換と、課題について
協議を行います。
・「太宰府市部落差別の解消の推進に関する
条例」の施行を受け、各課で取り組める内容
を検討していきます。

人権政策課

・県内で開催の「福岡県同和問題講演会」、「福岡
県人権週間講演会」、「福岡県人権・同和教育研究
大会｣に延べ58人が参加しました。
・新型コロナウイルス感染症対策でリモートで開催
された県外での研修については10人の職員がリモー
トで研修を受講しました。

・人権について考える機会として、県内で開
催される「福岡県同和問題講演会」、「福岡
県人権・同和教育夏期講座」、「福岡県人権
週間講演会」には全課(ブロック)から１人、
「福岡県人権・同和教育研究大会」には関係
課から１人の参加を要請します。
・県外で行われる研修会や研究大会への参加
も、内容を精査して参加します。
・今後、研修がリモートで開催される場合
は、旅費等が発生しないため、より多くの職
員の参加を検討していきます。

③

6



施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課
２

(１)

③ 人権問題研修の充実 [成果]
・独自の研修は開催できなかったもの
の、保育所（園）長会議を通じて情報の
共有と連携の強化が図れました。

[課題]
・研修内容の充実と参加者の増加に向け
た取り組みが必要です。

②

・保育所（園）長会議等を通じて保育所連盟
や幼稚園団体が実施する人権問題研修に職員
の積極的な参加を促します。
・市主催の研修については、内容の充実を図
り、さらなる参加の呼びかけを行います。

　保育士・幼稚園教職員などが人
権問題について正しく理解し、指
導する力量を身につけるため、研
修会の実施並びに各種研修会への
参加促進を図ります。

・保育所（園）長会議を８回開催し、人権教育を含
めた各種の情報の共有化と関係機関の連携の強化に
努めました。
・毎年開催している市主催の「保育の質の向上のた
めの研修」については、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、開催を見合わせました。

・保育所（園）長会議等を通じて保育所連盟
や幼稚園団体が実施する人権問題研修に職員
の積極的な参加を促していきます。
・市主催の研修については、内容の充実を図
り、さらなる参加の呼びかけを行います。

子育て支援
課

保育児童課

・子育て世代包括支援センターの開設に合わせ、令
和３年度に産後ケア事業を開始し、母子の心の健康
づくりに力を入れました。
・助産師、保健師、保育士が生後４カ月までの乳児
のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞
き、子育て支援に関する情報提供等を行うととも
に、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を
行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス
提供を行いました。
・乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会と
することにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の
健全な育成環境の確保を図りました。
・相談の場となっていた地域子育て支援拠点（子育
て支援センター）を新型コロナウイルス感染症対策
を実施しながら運営し、相談の場としました。
・コロナ禍で、子育てに困っている母親からの電話
相談等に応じました。

[成果]
・安心して子育てができる支援体制を充
実し子育てに関する支援を図っていま
す。
・こんにちは赤ちゃん訪問事業・養育支
援家庭訪問事業において、家庭訪問でき
なかった家庭も、４カ月児健診等によ
り、家庭状況を把握しています。

[課題]
子育てに関する不安や悩みなどに対し
て、今後も細やかな相談支援の充実が必
要です。
妊産婦に対して、産前産後のサポートや
産婦健診等の支援が必要です。

・妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保
健や育児に関する様々な悩みに円滑に対応す
るため、保育士・保健師等が専門的な見地か
ら相談支援等を実施し、産前・産後サポート
事業及び産後ケア事業等の実施を行うことに
より、妊娠期から子育て期にわたるまでの切
れ目ない支援体制の構築を目指します。
・地域子育てサロンへの訪問支援、サークル
活動リーダーへの支援や情報交換会、こんに
ちは赤ちゃん訪問事業・養育支援家庭訪問事
業を継続して実施します。なお、実施に当
たっては常に工夫・改善を加えながら事業内
容の充実を図ります。
・地域子育て支援拠点の事業をよりニーズが
あるものとするための検討を行い、充実を図
ります。
・市ホームページ、広報、支援センターだよ
り等により、子育てに関する各種情報の発信
を行います。
・「赤ちゃんの駅」として、民間の登録施設
を増やせるように推進していきます。

・小中学校のカリキュラムに基づき、人権尊重を主
眼とした授業実践を行った。また、シトラスリボン
プロジェクトについても、家庭と連携して行った。

保育所、幼稚園、学
校、家庭、地域との連
携を図り、人権尊重精
神の普及・啓発の推進

　子どもたち一人ひとりの発達段
階に応じた人権教育を推進するた
めに、各機関の相互の連携を図り
ます。

・保育所（園）長会議を８回開催し、人権教育を含
めた各種の情報の共有化と関係機関の連携の強化に
努めました。
・毎年開催している市主催の「保育の質の向上のた
めの研修」については、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、開催を見合わせました。

[成果]
・独自の研修は開催できなかったもの
の、保育所（園）長会議を通じて情報の
共有と連携の強化が図れました。

[課題]
・保育所（園）、幼稚園、小学校の更な
る連携の強化が求められています。

・小中学校のカリキュラムに保育所や幼稚
園、地域とのつながりを大切にした教育活動
を位置づけるとともに、互いを認め合い、人
権尊重が重視される教育活動の推進を図りま
す。また、小中連携の研修会等を通して、系
統的な人権教育の在り方を共有し、計画的に
実践できるよう支援します。

[成果]
・各学校における人権尊重を主眼とした
授業が定着しています。

[課題]
・地域の実態と教科や道徳との横断的な
指導が求められています。

項目 施策名
「人権教育・啓発」の推進を目指して

就学前教育における人権教育・啓発

① 子育てに関する情報の
提供・相談体制・支援
体制の充実

　子育てに関する支援施設、機関
などを中心に、子育てに関する情
報の提供、相談体制の充実を図り
ます。

学校教育課

保育児童課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
２  (２)

・学力向上宣言Ⅲに基づき、確かな学力を推進する
取り組みを行いました。また、基礎・基本の定着に
課題がみられることから、習熟度別学習や個別教
育、短い時間を活用した授業等、多様な取り組みを
通して学力育成を行いました。

人権教育の組織的・計
画的な推進

　「太宰府市同和教育基本方針」
に則り、人権教育が組織的・計画
的に推進できるよう条件整備を行
い、その充実・強化に努めます。
　また、ワークショップ等の方法
を取り入れるなど、児童・生徒が
主体的・体験的に学習できる方法
をより一層工夫します。

　指導方法や指導体制の工夫・改
善を行い、確かな学力を育み、基
礎・基本の定着を図るとともに、
一人ひとりの個性や能力を伸ばす
ことにより、子どもたちが自らの
目標を持って進路の選択ができる
よう指導の充実を目指します。

指導方法や指導体制の工夫・改善
を行い、確かな学力を育み、基
礎・基本の定着を図るとともに、
一人ひとりの個性や能力を伸ばす
ことにより、子どもたちが自らの
目標を持って進路の選択ができる
よう指導の充実を目指します。

① [成果]
・教科書に即した９か年カリキュラムや
社会科カリキュラムの実践が定着してき
ました。また、小学６年生の「人権に視
点をあてた社会科カリキュラム」の授業
に、市役所からのリモートでのゲスト
ティーチャー及びＤＶＤによる出前講座
を実施し、子どもたちへの啓発を行いま
した。

[課題]
・教科書が新しくなり、社会科の内容配
列が変わったことから、社会科カリキュ
ラムの見直しが必要になりました。

・南児童館に指導主事と指導員を配置し、新型コロ
ナウイルス感染症の感染状況を踏まえながら、促進
学級（教科指導）を実施し、長期休暇中のスクール
活動などを開催して、学力保障等の取り組みを行い
ました。
○促進学級（教科指導）
　428回　延べ1,313人
○特別活動（長期休暇中のスクール活動）
　36回　延べ261人
・促進学級については、児童館指導員に加えて、学
校教職員も参加し、また、定期的に行う「みなみ
ネットワーク」事務局会に、今年度から学校教育課
及び人権政策課担当職員も参加して、学校との連携
を図っています。

［成果］
・新型コロナウイルス感染症の感染状況
を踏まえながら、各学校と連携し、南児
童館の児童・生徒の学力保障の取り組み
を行うことができました。
・指導主事や指導員と連携し、また、学
校教育課及び人権政策課担当職員が「み
なみネットワーク」事務局会に参加する
ことで、南児童館の児童・生徒の実態を
把握することができました。

［課題］
・児童・生徒及び保護者等に対して、地
域の協力も得ながら周知啓発を行い、で
きるだけ多くの子どもたちが参加するた
めの取り組みが必要です。

学校教育課

②

社会教育課・南児童館の児童・生徒たちが学力の向上を
実感できるように、家庭・地域・学校等と連
携した取り組みを行うとともに、事業内容の
充実を図ります。

③ 教職員研修の充実 　教職員自身の人権感覚が、子ど
もたちの人権感覚に大きく影響を
及ぼすため、教職員が人権尊重の
理念について十分な認識を深め、
豊かな感性を身につけることがで
きるよう研修の充実と実践力の向
上を目指します。

・年度当初に中学校ブロックで人権教育の重点を定
め、統一した取り組みを行う努力を行いました。ま
た、太宰府西中学校区が中心となり、人権教育交流
事業に基づく研究発表会を実施し公開することがで
きました。
　また、太宰府に新しく転任してきた教職員を対象
に、太宰府市の人権教育の取組みに対する理解を深
める研修を実施しました。

[成果]
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、多くの研修会が中止になる中、新任
転任者研修会をオンラインで実施するこ
とができ、受講者の好評を得ることがで
きました。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、中学校ブロックの直接的な交流がで
きない状況でした。

・太宰府市に転任してきた教職員を対象に、
太宰府市の人権教育の視点や取組に対する理
解を深める研修会を実施します。
・筑紫地区人権教育研究交流推進委員会太宰
府支部会及び太宰府市人権・同和教育学校代
表者学習会の組織で計画的に人材育成を図り
ます。
・「同和問題に関する社会科カリキュラム」
を授業をとおして検証し、改善を図りながら
教職員の資質向上に努めます。

学校教育課

[成果]
・全国学力調査の結果、活用する力が向
上しています。また、全国平均以上の学
力を維持しています。

[課題]
・近年では、基礎・基本の学力の伸びが
鈍化しました。今後は、基礎・基本を定
着させる取り組みを工夫したり、学校体
制を整備したりする必要があります。

・学力保障の観点から、各学校の優れた取組
を共有し、児童生徒が主体的・協働的に学ぶ
ことができるような授業づくりを推進しま
す。
・学習の土台となる基礎、基本の定着を重要
視し、学力向上コーディネーターや指導工夫
改善教員を活用しながら、各学校で学力の底
上げを図る取り組みを推進します。
・若年教員の指導力を向上させるために、学
級経営や授業づくり等の研修を実施したり、
学校における人材育成の体制づくりを支援し
ます。

学校教育課学力・進路保障実践の
充実

学校教育における人権教育・啓発
・「９カ年カリキュラム」を位置づけた各学
校の「人権教育全体計画」に則り、教育活動
全体をとおして計画的に人権教育を推進しま
す。
・各校における人権・同和教育推進委員会等
を中心に点検・評価を行いながら、組織的に
人権教育に取り組む学校体制づくりを推進し
ます。

・太宰府市の教育施策人権教育推進の９か年カリ
キュラムと社会科カリキュラムに基づき、児童生徒
の発達段階や系統を踏まえた授業を実施できまし
た。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
２ （３）

①

・家庭教育学級では、市内小・中学校の保護者会員
を対象にシンガーソングライターである高橋亜美さ
んを講師に招き、在日韓国人やADHD（注意欠陥多動
障害）であるがゆえのイジメられた体験等を歌と語
りで伝えていただきました。
場所：プラム・カルコア太宰府
講演：「生まれてきてくれてありがとう」
講師：シンガーソングライター　高橋　亜美

社会教育における人権教育・啓発

　家庭教育は人間形成の基礎を育
む上で重要な役割を果たすことか
ら、家庭教育に関する保護者の学
習機会の充実を図るとともに、学
習機会・相談窓口・関係機関など
についての情報の提供や家庭教育
を支援する取り組みの充実を図り
ます。

② 家庭教育に関する保護
者の学習機会の充実と
支援

③

社会教育における学習
と実践の一体化

　市民が主体的に人権学習の成果
を向上させていくために、学習機
会の提供と学習成果を活用し、学
習と実践の一体化を図ります。

・市民の人権学習の場となっている人権講座「ひま
わり」を６回の実施で計画しましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況を考慮して中止した講座
があり、４回の開催となりました。
○人権講座「ひまわり」開催
　６講座（うち４講座開催）（11月～２月）
　参加人数：151人

・家庭教育学級や社会教育団体へ、人権に関
する学習機会の提供や相談窓口の紹介等を行
い、活動を支援します。

[成果]
・講師の実体験に基づく体験を歌や語り
で聞くことにより、人権問題を身近に感
じてもらい、親子の会話のきっかけづく
りにもつなげることができました。

[課題]
・共働き世帯の増加や時間の使い方の多
様性により、家庭教育学級生が減少傾向
にあります。

地域交流活動の促進

・より多くの市民の方が参加できるような講
座の会場や日程の設定などの工夫をするとと
もに、広く人権講座「ひまわり」が市民の方
に活用していただけるよう情報提供を行いま
す。

[成果]
・前年度作成したDVDを活用して人権講
座「ひまわり」を開催することができま
した。

[課題]
・新型コロナウイルス感染症の感染状況
に左右されない開催方法を検討していく
必要があります。

社会教育課

[成果]
・多くの市民に講座を受講してもらうこ
とができました。
・市民図書館で関連図書の特集を組むこ
とで、広く関心を持ってもらえるよう働
きかけができました。

[課題]
・出前講座がさらに多くの市民に活用さ
れるように、内容の充実を図ります。

・「太宰府市の大学と行政による行政出前講座」に
おいて、各課より講座メニューを提示していただき
ました。出前講座は年間26件の申込があり、25件を
実施（１件は新型コロナウイルス感染症の影響から
中止）、そのうち人権等に関する講座は３件で全て
実施しました。
・公共機関などが主催する講座・イベント情報をま
とめた冊子「文化情報ガイドブック」を年２回発行
し、人権問題に関する情報提供を行いました。
・図書館内で人権問題に関する特集を組み、関心を
持ってもらうことができるよう情報を発信しまし
た。
時事特集　令和３年７月「同和問題啓発強調月間」
時事特集　令和３年12月「人権週間」

文化学習課

社会教育課・青少年育成市民の会や子ども会育成会連合
会等の社会教育団体が行う事業をとおして多
くの人が交流し、相互理解を深め、お互いを
認め合う人権感覚と人権意識の向上を図りま
す。

社会教育課

[成果]
・困難や挫折を乗り越え、偉業を成し遂
げた道下選手の言葉は、子どもたちに夢
と希望を与えてくれました。

[課題]
・もっと多くの子どもたちに話を聞いて
もらえたら、更に良かったと思います。

出前講座によって、広く人権・同和問題に関
する学習の場を提供します。
さらに、人権問題に関する特集を図書館で組
み、市民に対し学習機会を提供していきま
す。

　市民一人ひとりが気軽に地域の
様々な活動に参加し、個性や価値
観の異なる人との交流や相互理解
を深め、人権問題への認識を深め
ていくよう促します。
　特に、青少年の育成を目的とし
た社会教育関係団体などの活動を
とおして、人権感覚が養われるよ
う情報の提供に努めます。

・青少年育成市民の会主催により、パラリンピック
金メダリストの道下美里選手を太宰府西小学校にお
招きし、「夢に向かってチャレンジしよう」という
演題で、講演していただきました。
場所：太宰府西小学校
講演：「夢に向かってチャレンジしよう」
講師：東京パラリンピック女子マラソン金メダリス
ト　道下美里選手
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
２ （４）

①

④ 産業振興課

産業振興課

　就職支援の取り組みとして、地
区住民の雇用の促進と職業の安定
を図るため、筑紫地区同和対策就
職促進協議会の就職支援システム
への情報提供、協力企業・事業所
の登録拡大を図り、雇用促進の働
きかけを行います。

・市内事業所に就職支援システムへの登録呼
びかけや、従業員採用情報の積極的な情報提
供依頼を行います。
・従業員採用情報の積極的な情報提供依頼を
行うとともに、筑紫地区就職促進協議会事務
局として、５市の従業員採用情報を正確に集
約し、速やかに部落解放同盟筑紫地区協議会
へ情報提供します。
・筑紫地区同和対策就職促進協議会による地
区の就労状況把握や、就職対策講座を実施し
ます。

③ 企業・事業所等研修会
の支援

② 人権啓発推進者の育
成・援助

　企業の経営者と従業員の人権意
識の高揚を図っていくための、継
続的・計画的な研修が行えるよう
に支援策の検討、研修時における
講師の派遣、情報、教材の提供な
どの支援や、啓発推進者の人材育
成を図っていきます。

人権問題に関する研修
会などへの参加

　人権問題に関する啓発内容・方
法を創意工夫するとともに、広報
活動の充実に努め、企業の経営者
や従業員に対し、企業・事業所を
対象とした講演会や研修会などへ
の参加を要請していきます。

　筑紫地区企業同和問題推進委員
会と連携し、企業の社会的責任と
自覚のもとに、会員相互が連携し
て様々な人権問題に対する正しい
認識と理解を深め、地域住民の就
職の機会均等を図るための企業・
事業所等研修会を支援していきま
す。

・企業等研修会の開催が難しい企業等も活用できる
よう、筑紫地区企業同和問題推進委員会への参画を
通じて同会員（97会員）に対し、同会主催の研修会
への参加を呼びかけました。

（２-（４）①の研修会）

・人権啓発推進者の育成・援助に向けて、筑紫地区
企業同和問題推進委員会への参画を通じて同会員
（97会員）に対し、同会主催の研修会への参加を呼
びかけました。

（２-（４）①の研修会）

[成果]
・筑紫地区企業同和問題推進委員会会員
への研修会参加の呼びかけにより、昨年
に比べ参加者も増え、人権啓発推進者の
育成・援助に繋がりました。

［課題］
・人権啓発推進者の育成・援助について
は今後とも支援に取り組む必要がありま
す。

企業・事業所における人権教育・啓発
[成果]
・筑紫地区企業同和問題推進委員会会員
への研修会参加の呼びかけにより、昨年
に比べ参加者も増え、人権問題に関する
視点に繋げてもらいました。

［課題］
・研修会への参加者増加に繋がる、市内
企業等の就職支援システムへの登録数の
増加が、呼びかけ不足のため伸び悩んで
います。

・市内の就職支援システム登録企業等（18件）へ従
業員採用情報提供依頼を行いました。
・就職支援システムの新規登録については、今年度
はありませんでした。
・筑紫地区同和対策就職促進協議会主催の、地区の
子どもたちを対象とする就職対策講座を開催する予
定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止となりました。

・就職支援システム登録企業等合計件数
　　157件（うち、市内企業18件）
・従業員採用情報提供数（市内のみ）
　　令和３年度：24件（採用０件）
　　累計：158件（採用８件）
・筑紫地区内従業員採用情報提供数
　　令和３年度：66件（採用１件）
　　累計：1,078件（採用77件）

［成果］
・市内企業等に筑紫地区同和対策就職促
進協議会への従業員採用情報の提供を促
すことにより、地区の雇用促進に働きか
けました。

［課題］
・市内企業等への就職支援システムへの
新規登録呼びかけの強化が必要です。
・就職支援システム登録企業等への積極
的な情報提供依頼が必要です。

・筑紫地区企業同和問題推進委員会への参画を通じ
て同会員（97会員）に対し、同会主催の下記研修会
への参加を呼びかけました。

日時：令和３年７月15日（木）14時
場所：ミリカローデン那珂川
演題：「企業のための性的少数者の人権入門」
講師：加藤　陽一　氏
参加者数：100人（企業65人、行政35人）

日時：令和３年11月12日（水）14時
場所：大野城まどかぴあ
演題：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵　氏
参加者数：85人（企業58人、行政27人）

［成果］
・筑紫地区企業同和問題推進委員会会員
への研修会参加の呼びかけにより、昨年
に比べ参加者も増え、企業等研修会の開
催が難しい企業等への支援に繋がりまし
た。

［課題］
・筑紫地区同和対策就職促進協議会や筑
紫地区人権・同和行政推進協議会、筑紫
地区企業同和問題推進委員会の研修事業
について継続的な支援が必要です。

産業振興課・筑紫地区企業同和問題推進委員会が行う人
権問題研修会を支援するとともに、筑紫地区
人権・同和行政推進協議会が行う企業・事業
所を対象にした研修会の開催を支援します。
・市内の事業所に筑紫地区企業同和問題推進
委員会への登録を働きかけます。

産業振興課

・筑紫地区企業同和問題推進委員会が行う人
権問題研修会を支援するとともに、必要に応
じて講師の紹介や情報・教材の提供を行いま
す。

・筑紫地区企業同和問題推進委員会が行う人
権問題研修会を支援するとともに、就職支援
システム登録企業への研修会参加の呼びかけ
を行います。
・市内の事業所に就職支援システムへの登録
を働きかけます。

就職支援の取り組み
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
２ （５）

① 　人権尊重の考え方を正しく理解
し行動へつなげていくために、人
権擁護委員と連携を図りながら、
市民の理解と共感が得られるよう
な啓発の手法や内容などに創意工
夫をこらし、広報への掲載、啓発
冊子の作成、講座・学習会の開催
などの啓発活動を進めていきま
す。

市民への人権教育・啓発

・人権啓発事業企画運営会議　８回開催
　委員13人、関係課長６人
主な審議内容
○人権講座「ひまわり」講師選定及び従事者選出
○「同和問題啓発強調月間市民講演会」講師選定
○人権啓発冊子「わたしたちの手でしあわせをひと
つに」編集

・人権意識の普及高揚を図るため、様々な機会をと
おして人権教育・啓発活動を取り組みました。
○市広報への人権コラム掲載　年５回
○人権啓発冊子（上記）発行
　年２回　12月：29,100部
　　　　　２月： 7,200部
○人権講座「ひまわり」開催及びDVD作成
　６講座（うち４講座開催）（12月～２月）
　参加人数：151人
○人権作品（作文、標語、ポスター）の募集
　応募数：694点　入選：90点
○「人権まつりだざいふ2022」の開催
　主催：人権まつりだざいふ実行委員会
　構成団体：15団体
　人権作品展示と市民ホールでの催しを２団体で例
年より規模を縮小して２月27日（日）に開催予定で
したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から中止となり、人権作品の展示を１ヶ月間、市役
所といきいき情報センタースロープで行いました。
○小学６年生の「人権に視点をあてた社会科カリ
キュラム」のゲストティーチャー
　コロナ禍により対面での授業はできませんでした
が、リモート、録画配信等の手法を取り、実施しま
した。

［成果］
・人権啓発事業は創意工夫をこらしつ
つ、内容の充実等を図りながら計画に基
づき実施しました。また、人権啓発を全
庁で一体的に推進していくために設置し
た「人権啓発事業企画運営会議」におい
ても、職員の多様な意見を取り入れなが
ら、人権講座「ひまわり」や「同和問題
啓発強調月間市民講演会」の企画、人権
啓発冊子の編集を行うことができまし
た。
・令和３年度の人権啓発冊子は、太宰府
市部落差別の解消の推進に関する条例、
太宰府市内の小中学校での差別事象報告
について取り上げました。
・小学６年生の「人権に視点をあてた社
会科カリキュラム」の授業に、市役所か
らのリモートでのゲストティーチャー
と、DVDによる出前講座を実施し、子ど
もたちへの啓発を行いました。

［課題］
・取り組みの方法及び時期等を検証し
て、多くの市民に人権についてさらなる
関心を持っていただくような施策が継続
して必要です。
・小学６年生に対するゲストティー
チャーについて、継続して開催していく
ことが必要です。

・市民の人権意識普及と高揚を図るため、コロナ禍
ではありましたが感染対策を講じながら、様々な機
会をとおして人権教育・啓発活動を取り組みまし
た。
・筑紫地区５市で統一の啓発チラシを作成しまし
た。
・「同和問題啓発強調月間市民講演会」を開催しま
した。（「人権が大切にされる社会をめざして」小
西幸恵さん・来場者195人）
・コロナ禍のため職員による啓発冊子訪問配布を中
止とし、「太宰府市部落差別の解消の推進に関する
条例」に関する研修を実施しました。
・コロナ禍のため街頭啓発を中止とし、公共施設に
啓発物品を配架しました。
・その他７月の同和問題啓発強調月間での取り組み
　人権啓発看板の設置（市内公共施設）
　懸垂幕、デジタルサイネージの活用（市役所）
　横断幕の掲示（いきいき情報センター）
　職員の啓発バッジの着用
　公用車にステッカーを貼付

[成果]
・昨年度はコロナ禍のため中止とした事
業を、人数制限、名簿管理、検温、マス
クの着用、消毒の徹底等、感染対策を講
じながら実施することができました。

[課題]
・今後も、新型コロナウイルス感染症の
影響により中止となる事業が続出しない
よう、リモートでの開催等、代替の手法
を検討しておく必要があります。
・多様化する人権課題についての市民啓
発を検討する余地があります。
・「太宰府市部落差別解消の推進に関す
る条例」の主旨に則り、教育・啓発を
行っていく必要があります。

・同和問題をはじめとする人権問題の解決に
向け、現在実施している啓発事業を継続する
とともに、人権問題を身近に考え、自らの課
題として捉えられるよう、手法に工夫を加
え、内容の充実を図りながら人権教育・啓発
を推進します。
・人権啓発を全庁で一体的に推進していくた
めに、平成28年度に設置された「人権啓発事
業企画運営会議」において、職員の多様な意
見を取り入れ、創意工夫を加えながら、人権
講座「ひまわり」や「同和問題啓発強調月間
市民講演会」の企画運営、啓発冊子の編集を
行います。
・人権講座「ひまわり」については、多くの
市民の方々にも参加しやすい日時や場所を設
定するため、昼２回、夜５回の開催を予定し
ます。

・現在実施している啓発事業を開催手法を検
討しながら継続するとともに、同和問題を始
めとする人権問題の解決に向けて、人権を身
近に考え、人権意識を高める手法や内容等を
創意工夫して内容の充実を図りながら、人権
啓発を推進します。
・訪問配布の方法等については、全庁的な取
組として各課からも意見を集約し、工夫しな
がら進めます。
・人権擁護委員との啓発活動については、
「人権擁護委員の日」、「市民政庁まつ
り」、「人権週間」、「人権まつりだざい
ふ」での市民啓発を継続して実施します。
・「太宰府市部落差別解消の推進に関する条
例」について市民に対する周知を行います。

人権政策課

社会教育課

人権教育・啓発の充実
と推進
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
２ （５）

③

「人権尊重のまちづく
り｣活動への支援

　「人権尊重のまちづくり」を進
めていくために、講師の派遣、啓
発資料、教材の提供を行うととも
に、イベントなどの啓発事業を支
援します。

・７月の福岡県同和問題啓発強調月間に職員の自己
啓発を兼ねて取り組んでいる「啓発チラシ訪問配布
（家庭訪問による対話）」は、コロナ禍であること
から中止としましたが、代替えとして「太宰府市部
落差別の解消の推進に関する条例」をテーマに課内
同和問題研修を全課で開催しました。

②

[成果]
・各課の「課内同和問題研修会」を行う
ことで、世代間での同和問題の知識を共
有することが徐々にできています。
・「太宰府市部落差別解消の推進に関す
る条例｣の課題や各課で取り組めること
等について、各課で意見交換をすること
ができました。

[課題]
・研修で意見の出た課題や取り組める事
項について、実践につなげていく施策の
検討をする必要があります。

調査・研究の充実 　人権を身近に考え、自らの課題
として捉えられるよう、啓発のあ
り方、教材の開発など、市民の
ニーズや先進的な啓発手法につい
ての調査・研究に努めます。

社会教育課

・講師派遣、啓発資料、教材・機材の提供を
行うとともに、地域の人権行事やイベント等
啓発事業を支援します。
・各学校や学校教育課と連携し、人権教育に
関する学習内容について検討していきます。

・筑紫地区社会教育振興協議会社会人権・同和教育
担当部会に参加し、人権情報の収集、啓発手法など
知ることができました。
・筑紫地区社会教育職員等同和問題研修会は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から５市が一
堂に会することはせずに、事前に収録したDVDを各市
において見て行う研修となりました。
　第１回　３月１日（火）10:30～12:00
　第２回　３月１日（火）13:30～15:00
　第３回　３月３日（木）10:30～12:00
　第４回　３月３日（木）13:30～15:00

［成果］
・筑紫地区や県内の人権教育・啓発に関
する情報の収集や啓発手法などの調査・
研究を行うことができました。
［課題］
・部会のさらなる充実化、及び、業務調
整による参加しやすい体制を整えていく
必要性があります。
・筑紫地区社会教育職員等同和問題研修
会については、引き続き、開催方法や規
模など検討する必要があります。

・市自治協議会や「太宰府市人権・同和問題
啓発推進会」構成団体等へ、人権学習会の講
師紹介や支援についてのPRを行います。
・地域や団体等で、人権を身近に感じてもら
える「行政出前講座」の活用を働きかけま
す。

人権政策課

・筑紫地区社会教育振興協議会の社会人権・
同和教育部会に参加するとともに、研修会等
に参加して、人権情報の収集、啓発手法等の
調査・研究に取り組みます。

社会教育課

・「同和問題実態調査」結果の内容を各課の
課題として捉え、同和問題の早期解決に向け
たこれからの人権行政につなげていきます。
・「太宰府市部落差別の解消の推進に関する
条例」の施行を受け、各課で取り組める内容
を継続して検討し、可能なものから施策に反
映していきます。

・小学６年生の「人権に視点をあてた社会科カリ
キュラム」の授業に、学校教育課、社会教育課と連
携し、ゲストティーチャーとして職員を派遣しまし
た。

[成果]
・小学６年生に対するゲストティー
チャーは、コロナ禍により対面での授業
はできませんでしたが、リモート、録画
配信等の手法を取り、実施することがで
きました。

[課題]
・「行政出前講座」が市民の方により多
く活用していただけるよう情報提供を
行っていく必要があります。

・例年、「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」等
の関係諸団体の人権学習に講師を紹介しており、今
年度は、太宰府市議会議員研修会において、職員を
講師として派遣しました。
・人権尊重のまちづくりについて、市自治協議会や
「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」登録団体な
どへの働きかけを模索していますが、支援の具体化
まで至っていません。

[課題]
・平成２年に「太宰府市人権・同和問題
啓発推進会」が発足してから30年余が経
過する中で、改めて機能を高める検討と
参加団体の拡大について検討する必要が
あります。

人権政策課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課
３
(１)

項目 施策名
「個別の人権問題の基本的方向」

同和問題
①

［成果］
・人権啓発事業は創意工夫をこらしつ
つ、内容の充実等を図りながら計画に基
づき実施しました。また、人権啓発を全
庁で一体的に推進していくために設置し
た「人権啓発事業企画運営会議」におい
ても、職員の多様な意見を取り入れなが
ら、人権講座「ひまわり」や「同和問題
啓発強調月間市民講演会」の企画、人権
啓発冊子の編集を行うことができまし
た。
・令和３年度の人権啓発冊子は、太宰府
市部落差別の解消の推進に関する条例、
太宰府市内の小中学校での差別事象報告
について取り上げました。
・小学６年生の「人権に視点をあてた社
会科カリキュラム」の授業に、市役所か
らのリモートでのゲストティーチャー
と、DVDによる出前講座を実施し、子ど
もたちへの啓発を行いました。

［課題］
・取り組みの方法及び時期等を検証し
て、多くの市民に人権についてさらなる
関心を持っていただくような施策が継続
して必要です。
・小学６年生に対するゲストティー
チャーについて、継続して開催していく
ことが必要です。

　市民一人ひとりが同和問題につ
いて正しい理解と認識を深め、差
別の解消に主体的に取り組むこと
ができるような教育・啓発活動を
推進するため、すべての市民への
学習機会の提供と学習内容の充実
など、これまでの各種人権啓発事
業に創意工夫と見直しを図り、あ
らゆる機会を通して教育・啓発活
動を推進します。

・同和問題をはじめとする人権問題の解決に
向け、現在実施している啓発事業を継続する
とともに、人権問題を身近に考え、自らの課
題として捉えられるよう、手法に工夫を加
え、内容の充実を図りながら人権教育・啓発
を推進します。
・人権啓発を全庁で一体的に推進していくた
めに、平成28年度に設置された「人権啓発事
業企画運営会議」において、職員の多様な意
見を取り入れ、創意工夫を加えながら、人権
講座「ひまわり」や「同和問題啓発強調月間
市民講演会」の企画運営、啓発冊子の編集を
行います。
・人権講座「ひまわり」については、多くの
市民の方々にも参加しやすい日時や場所を設
定するため、昼２回、夜５回の開催を予定し
ます。

市民に対する教育・啓
発活動の推進

【再掲載２（５）①】

人権政策課

社会教育課

[成果]
・昨年度はコロナ禍のため中止とした事
業を、人数制限、名簿管理、検温、マス
クの着用、消毒の徹底等、感染対策を講
じながら実施することができました。

[課題]
・今後も、新型コロナウイルス感染症の
影響により中止となる事業が続出しない
よう、リモートでの開催等、代替の手法
を検討しておく必要があります。
・多様化する人権課題についての市民啓
発を検討する余地があります。
・「太宰府市部落差別解消の推進に関す
る条例」の主旨に則り、教育・啓発を
行っていく必要があります。

・人権啓発事業企画運営会議　８回開催
　委員13人、関係課長６人
主な審議内容
○人権講座「ひまわり」講師選定及び従事者選出
○「同和問題啓発強調月間市民講演会」講師選定
○人権啓発冊子「わたしたちの手でしあわせをひと
つに」編集

・人権意識の普及高揚を図るため、様々な機会をと
おして人権教育・啓発活動を取り組みました。
○市広報への人権コラム掲載　年５回
○人権啓発冊子（上記）発行
　年２回　12月：29,100部
　　　　　２月： 7,200部
○人権講座「ひまわり」開催及びDVD作成
　６講座（うち４講座開催）（12月～２月）
　参加人数：151人
○人権作品（作文、標語、ポスター）の募集
　応募数：694点　入選：90点
○「人権まつりだざいふ2022」の開催
　主催：人権まつりだざいふ実行委員会
　構成団体：15団体
　人権作品展示と市民ホールでの催しを２団体で例
年より規模を縮小して２月27日（日）に開催予定で
したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から中止となり、人権作品の展示を１ヶ月間、市役
所といきいき情報センタースロープで行いました。
○小学６年生の「人権に視点をあてた社会科カリ
キュラム」のゲストティーチャー
　コロナ禍により対面での授業はできませんでした
が、リモート、録画配信等の手法を取り、実施しま
した。

・市民の人権意識普及と高揚を図るため、コロナ禍
ではありましたが感染対策を講じながら、様々な機
会をとおして人権教育・啓発活動を取り組みまし
た。
・筑紫地区５市で統一の啓発チラシを作成しまし
た。
・「同和問題啓発強調月間市民講演会」を開催しま
した。（「人権が大切にされる社会をめざして」小
西幸恵さん・来場者195人）
・コロナ禍のため職員による啓発冊子訪問配布を中
止とし、「太宰府市部落差別の解消の推進に関する
条例」に関する研修を実施しました。
・コロナ禍のため街頭啓発を中止とし、公共施設に
啓発物品を配架しました。
・その他７月の同和問題啓発強調月間での取り組み
　人権啓発看板の設置（市内公共施設）
　懸垂幕、デジタルサイネージの活用（市役所）
　横断幕の掲示（いきいき情報センター）
　職員の啓発バッジの着用
　公用車にステッカーを貼付

・現在実施している啓発事業を開催手法を検
討しながら継続するとともに、同和問題を始
めとする人権問題の解決に向けて、人権を身
近に考え、人権意識を高める手法や内容等を
創意工夫して内容の充実を図りながら、人権
啓発を推進します。
・訪問配布の方法等については、全庁的な取
組として各課からも意見を集約し、工夫しな
がら進めます。
・人権擁護委員との啓発活動については、
「人権擁護委員の日」、「市民政庁まつ
り」、「人権週間」、「人権まつりだざい
ふ」での市民啓発を継続して実施します。
・「太宰府市部落差別解消の推進に関する条
例」について市民に対する周知を行います。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ (１)

企業・事業所が行う人
権研修への支援

【再掲載２・（４）・③】

産業振興課企業等研修会の開催が難しい企業等も活用できるよ
う、筑紫地区企業同和問題推進委員会への参画を通
じて同会員（97会員）に対し、同会主催の研修会へ
の参加を呼びかけました。

（２-（４）①の研修会）

⑤ ・筑紫地区企業同和問題推進委員会が行う人
権問題研修会を支援するとともに、筑紫地区
人権・同和行政推進協議会が行う企業・事業
所を対象にした研修会の開催を支援します。
・市内の事業所に筑紫地区企業同和問題推進
委員会への登録を働きかけます。

　市内の民間企業・事業所が実施
する社内研修などの、事業主や従
業員の人権意識向上に向けた取り
組みに対しては、研修教材や情報
の提供を始め研修会講師の紹介、
各種人権啓発冊子の提供など支援
を行います。

・人権センターの運営業務を平成18年４月から社会
福祉法人「みらい」に委託していますが、親近感が
高まり、地域の住民を中心に信頼と好感を得ていま
す。
・デイサービス施設いこいの家は、施設・設備等は
老朽化していますが、多くの利用者から好評を得て
います。
・行政関係課と南隣保館との課題や情報の共有のた
め南隣保館連絡会議を持ち、連携した対応を行いま
した。
・相談事業としては、生活の困りごと相談・就労相
談・健康相談を実施しました。

職員研修の取り組み

【再掲載１（３）①】

[成果]
・人権センターの業務委託により、社会
福祉法人「みらい」の職員と地区住民に
親近感が高まり、利用者が増えていま
す。

[課題]
・人権センターの機能充実・強化には、
市と南隣保館との連携、情報交換が重要
であり、南隣保館連絡会議を通して連携
の強化を図っていく必要があります。
・人権センターが老朽化してきているこ
とから、耐震診断や大規模改修等、計画
的な施設整備が必要です。

③

人権センターの機能充
実・強化

　地域に開かれたコミュニティセ
ンターとして、その機能(福祉、相
談、啓発、地域交流、学習など)の
充実・強化を図るとともに、関係
機関や団体と連携しながら、より
効果的な事業運営を推進します。

[成果]
・参加者503人（会計年度任用職員、外
郭団体職員含む）

[課題]
・コロナ禍における研修は動画研修に
偏ってしまうため、今後は実施方法を考
えていく必要があります。

④

・職員を対象に同和問題研修（動画視聴）を実施し
ました。
日程：令和３年12月８日、15日、24日
場所：プラム・カルコア太宰府

　職員一人ひとりが豊かな人権感
覚を身につけ、人権尊重の視点に
立った業務を遂行するために、よ
り一層効果的な職員研修に取り組
みます。

② 「人権・同和問題啓発
推進会」の充実・強化

【再掲載１（１）④】

　市内における各種機関及び団体
などで組織する「人権・同和問題
啓発推進会」における人権教育・
啓発事業の充実・強化を図りま
す。

・２校区の自治協議会役員会で「10分プレゼン」
（人権問題について職員が会議の前にプレゼンす
る）を実施し、人権尊重や男女共同参画への理解促
進に努めました。
・「人権講座ひまわり」を国分区の協力を得て、地
域での開催を企画しましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響で中止を余儀なくされました。
・「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」に対し、
市主催の「同和問題啓発強調月間市民講演会」と
「男女共同参画市民フォーラム」の案内を行い、周
知と参加を依頼しました。
○「同和問題啓発強調月間市民講演会」における太
宰府市人権・同和問題啓発推進会登録団体からの参
加者数
　自治会役員　　：20人
　民生・児童委員：26人
　人権擁護委員　：３人
　その他　　　　：８人

人権政策課

人権政策課

総務課・会計年度任用職員を含む全ての職員を対象
に同和問題研修会を継続して実施します。
・部落差別解消推進法が制定され、差別の実
態の結果を受けて、行政施策に取り組む必要
があることを、歴史的経緯も含めて学ぶ研修
を行います。また、実態調査で出された課題
や問題点を一般行政施策の中で、どのように
業務に生かしていくのかを展開できるような
研修を実施します。
また、職員が南隣保館で学ぶ機会を増やし、
同和問題がより身近な問題であることを意識
させるため、南隣保館等での研修会や同和地
区住民と直接、対話できるような研修を行い
ます。

・平成24年度に実施した「同和地区住民生活
実態調査」を分析した課題をもとに、課題解
決の方策を講じます。その過程で、人権セン
ター等と連携して効果的な施策の再構築を検
討し、地区住民の生活課題の解消や周辺住民
との交流拡大、人権啓発の推進等、隣保館機
能の充実に努めます。
・「太宰府市部落差別の解消の推進に関する
条例」にある相談体制の充実を図るため、各
課と連携しながら相談体制を整えます。
・人権センターの施設改修計画の検討を行い
ます。

［成果］
・筑紫地区企業同和問題推進委員会会員
への研修会参加の呼びかけにより、昨年
に比べ参加者も増え、企業等研修会の開
催が難しい企業等への支援に繋がりまし
た。

［課題］
・筑紫地区同和対策就職促進協議会や筑
紫地区人権・同和行政推進協議会、筑紫
地区企業同和問題推進委員会の研修事業
について継続的な支援が必要です。

・「太宰府市人権・同和問題啓発推進会」登
録団体へ、「同和問題啓発強調月間市民講演
会」、「人権講座ひまわり」、「男女共同参
画市民フォーラム」等の参加案内に加え、構
成団体内での人権問題研修会の講師紹介案内
を行うとともに「啓発推進会」の機能を高め
る検討と参加団体の拡大に努めます。
・市自治協議会主催の研修会に、「人権の尊
重」や「男女共同参画」の視点を取り入れた
研修の開催に向けて協力・支援を行います。
・校区自治協議会役員会での人権や男女共同
参画に関する「10分プレゼン」（人権問題に
ついて職員が会議の前にプレゼンする）を継
続して実施し地域の理解促進に努めます。
・「ルミナス登録団体」を基礎とした関係団
体のネットワークの充実を図り、協力・協働
して事業を進めます。

[成果]
・自治会長を始めとした校区自治協議会
の役員に地域の中の身近な人権について
考えてもらえる機会となりました。
・同和問題啓発強調月間の市民講演会
に、啓発推進会登録団体より57人の参加
を得ました。

[課題]
・「太宰府市人権・同和問題啓発推進
会」に対しては講演会や研修会に案内す
るだけではなく、各団体での自主的な啓
発事業の実施へとつなげていくことが課
題です。
・校区自治協議会役員を対象とした「10
分プレゼン」を継続して実施し、地域で
の理解促進へとつなげ、各校区自治協議
会や自治会などでの自主的な研修開催へ
とつなげていくことが課題です。
・事業所、学校、各種団体等への啓発
や、連携の機会を継続的に設け、男女共
同参画社会推進の意識向上へとつなげる
ことが課題です。

14



施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ (１)

南隣保館において「生活の困りごと相談窓口」を行
い３人の相談がありました。（内訳として、生活に
関する相談２人、その他１人）南隣保館と就労担当
者会議を毎月開催し、支援対象者の情報交換を行い
ました。更に南隣保館で実施された、市民税の申告
相談に併せて関係課による出張相談を実施しまし
た。

同和地区住民の生活基
盤確立に向けた施策の
構築

・南隣保館と就労担当者会議を毎月開催し、支援対
象者の情報交換を行いました。

⑥ 　平成２４年に実施した「同和地
区住民生活実態調査」の結果か
ら、生活の基盤となる地区住民の
就労の状況には収入額の低位性が
見られ、そのことが子どもの教育
に影響し、また、健康や就労の結
果として高齢者の公的年金受給額
にも及んでおり、住宅事情や結婚
にも影響していることから、就
労、教育、福祉、健康などの個々
の課題解決に取り組むとともに、
生活基盤を整える施策を総合行政
で取り組んでいきます。
また、就労の対策については関係
機関と連携し取り組みを継続して
いきます。

［成果］
・関係課、関係機関と協議を行い、課題
の共有が図られました。

［課題］
・多くの住民に相談に来ていただくた
め、継続的に事業の周知を行っていく必
要があります。

・関係機関との連携を密に行い、生活困窮者
自立支援事業を活用し、相談者に寄り添った
支援の充実を目指していきます。
また、南隣保館で実施される市の各種事業に
併せて、関係課による出張相談を継続して実
施していきます。
今後も南隣保館と情報を共有し、未就労者や
ひきこもりの方が、一人でも多く就労に結び
つくよう支援していきます。

［成果］
・就労支援については、生活支援課及び
南隣保館と就労担当者会議で協議を継続
し情報共有を行いました。

［課題］
・必要に応じて「生活基盤確立推進会
議」を開催し、関係課との協議により同
和地区住民の生活基盤確立に向けた具体
的な対策について検討していきます。

元気づくり
課

・庁内で「生活基盤確立推進会議」におい
て、課題の整理や各課の一般対策業務の検
証、生活困窮者自立支援制度等の調査・研究
を総合行政で行います。

人権政策課

生活支援課

地区住民が気軽に健診を受診できるよう、南隣保館
において地域健診を実施し、49人の受診がありまし
た。また、健診受診者に対する健診結果説明会につ
いても南隣保館で実施しました。
南隣保館での健診の際は、申込締め切り前に地区住
民にチラシを投函し、事前の啓発にも努めていま
す。

［成果］
・平均38名程度の受診があり、地域健診
として定着してきました。
　南隣保館健診受診者数
　令和３年度：49人
　令和２年度：29人
　令和元年度：28人
　平成30年度：47人

［課題］
・令和３年度は受診者が増加しました
が、令和２年度、令和元年度と受診者が
減少した時期もあり、地区住民の健康増
進のためには、毎年の健診受診が重要で
す。継続して健診受診できるよう、受診
しやすい健診の環境整備が課題です。

・受診しやすい健診の環境整備として、関係
部署と連携しながら、これまでの受診者の状
況を鑑みた、健診の実施時期や会場の検討を
行います。また、近年の新型コロナウイルス
感染拡大の影響も踏まえ、感染対策を十分に
行った会場運営に努めます。
・関係部署（庁内・地域など）と連携し、健
診受診勧奨に努めます。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （２）女性の人権問題

②

③

ＤＶなどの被害者に対
する相談機能の充実及
び自立支援

女性の登用率などの向
上に向けて

　女性職員の採用・登用・職域の
拡大を始め、各種審議会や委員会
の女性委員の割合を高めるなど、
個人の能力が正しく評価される環
境づくりを整えていくとともに、
市内企業・事業所への啓発に努め
ていきます。

　被害を受けた女性に対する相談
機能の充実を図ります。
　また、緊急保護や自立支援に向
け、職場や地域・学校などにおけ
る理解や支援を促進するととも
に、県、警察署、裁判所などの公
的機関や民間団体との連携を図っ
ていくためのネットワーク化を進
めていきます。

人権政策課第２次太宰府市男女共
同参画プランの推進と
進行管理

① ・「第２次男女共同参画プラン」の令和３年度の進
捗状況確認のため、主な事業担当課に対しヒアリン
グを実施しました。これをもとにコロナ禍のため中
止となった男女共同参画推進本部幹事会に代わり各
課に書面で確認、本部会議（７月６日）を開催の
上、報告書を作成し、太宰府市男女共同参画審議会
（８月27日）を経て、年次報告書として取りまと
め、ホームページで公開しました。

　男女共同参画社会を実現してい
くため、第２次太宰府市男女共同
参画プランに基づいて、施策の推
進と年度ごとの進行管理を行いま
す。

・県主催のDV等相談員研修や男女共同参画研修に担
当職員が参加し、専門知識の習得に努めました。
・コロナ禍のため「福岡県配偶者からの暴力防止対
策筑紫地域連絡会議」は書面開催となりましたが、
各関係機関からの質問事項や困難事例等に対する回
答・助言・意見等が集約され、相談、事務処理の参
考となりました。
・コロナ禍のため街頭啓発を中止したため、公共施
設等に啓発チラシやカードを配置し相談窓口の周知
やＤＶ防止の啓発を行いました。
・「ちくし女性ホットライン」の周知のため、市内
スーパー、市公共施設、公民館に依頼し、電話案内
カード、シールを設置し、相談窓口の周知を行いま
した。

○令和３年度の女性に対する暴力相談件数
　ちくし女性ホットライン29件
　人権政策課87件

・「男女共同参画プラン」に基づく事業の各
課ヒアリングを行い、現状把握と適切な進行
管理に努めます。また、年度ごとに報告書を
まとめ、ホームページで公表します。

[成果]
・支援を要する市民へは、関係課や関係
機関と連携し、必要な支援へとつなげま
した。
・支援に関しては個人情報に留意しなが
ら、関係課で情報共有をし、DV被害者に
対し、円滑な支援ができるよう努めまし
た。
・関係課とのケース会議を２回実施し、
支援方法について協議するとともに、情
報共有を図ることができました。

[課題]
・DV相談の電話案内カードは、設置場所
を増やす等、周知に努めていますが、今
後も支援を必要とする市民へ情報が届く
よう、継続した周知活動が必要です。
・DV庁内連携会議につきましては、職員
の人事異動により適宜連携方法やルール
を確認する必要があることから開催する
よう努めます。

・県等が開催する研修会に参加して、相談対
応力の向上を図ります。
・庁内連絡会議を定期的に開催し、被害者支
援機能の充実につなげます。
・「福岡県配偶者からの暴力防止対策筑紫地
域連絡会議」等に出席し、近隣市町や筑紫地
区の関係機関との情報交換や連携を密にし
て、相談機能の充実を図ります。
・相談窓口の周知のため、電話案内カードを
イベントや街頭啓発で配布します。また、公
共施設や店舗、公民館への継続設置に取り組
みます。
・DV相談窓口の周知や相談機関の情報を提供
し、必要な支援が届くよう努めます。
・DV庁内連携会議につきましては、職員の人
事異動により適宜連携方法やルールを確認す
る必要があることから開催するよう努めま
す。

[成果]
・令和５年度からの「第３次男女共同参
画プラン」策定に向けた課題の整理がで
きました。

[課題]
・ヒアリング対象課を絞ったことで、全
体で取り組むべきことの確認と周知が十
分に行えたとは言えず、全庁的な意識の
向上による計画推進が課題です。

・審議会等の女性委員
　令和３年４月１日現在　122人/467人（26.1％）
　令和２年４月１日現在　123人/473人（26.0％）

・男女共同参画プランの進捗状況確認のためのヒア
リングのなかで、現在の女性委員の登用状況を確認
し、女性委員の積極的な登用を要請しました。

・市の審議会・委員会への女性委員登用につ
いては、実施した調査を参考に、登用率向上
のための方策を検討します。
・事業所へ男女共同参画や女性活躍推進に関
する啓発を行います。

人権政策課

人権政策課[成果]
・すべての課に審議会等の委員を選定す
る際に、女性委員を積極的に登用しても
らうよう要請し、その結果令和３年度の
登用率は前年度比で微増となりました。

[課題]
・女性登用率の目標である40％以上を念
頭に委員選出に当たっていますが、分野
によって女性の識見者が少ないことや、
選出区分が充て職となっていることなど
が女性登用率の向上を妨げる要因となっ
ています。また各団体の性質を尊重した
うえで男女共同参画への理解を広げ女性
登用につなげていくことが課題です。

16



施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３（２）

④

女性の登用率などの向
上に向けて

「ワーク・ライフ・バ
ランス」の啓発及び普
及

③

　女性が働き続けられるようにす
るために、企業や事業所に対して
男女共同参画に関する啓発、支援
を積極的に推進して、男女が働き
やすい職場環境づくりに取り組ん
でいきます。

・男女の区別なく、職員の能力に応じた適材
適所の人事配置に努めるとともに、女性職員
のスキルアップ研修等への参加拡大を図りま
す。
・業務内容や部署による性別に捉われないよ
うな人事配置を行います。

・厳正及び公平に、市職員採用試験を実施しまし
た。また、男女の区別なく職員の能力に応じた適材
適所の人員配置を行いました。

・市の指名入札参加者審査申請希望の事業所に対
し、「男女共同参画に関するアンケート調査」を行
いました。

[成果]
・アンケートをとおして、事業所に関係
する法制度の周知を行いました。

［課題］
・市の指名入札参加者審査申請希望の事
業所を対象としているため、啓発できる
範囲が一部の事業所に限られているこ
と、職種上、小規模で女性が少ない職場
が多いことから、実施方法を工夫してい
くことが課題です。

　女性職員の採用・登用・職域の
拡大を始め、各種審議会や委員会
の女性委員の割合を高めるなど、
個人の能力が正しく評価される環
境づくりを整えていくとともに、
市内企業・事業所への啓発に努め
ていきます。

[成果]
採用試験受験者割合
　女性の割合　62.3%
　男性　129人：女性　213人
採用職員者割合
　女性の割合　71.4%
　男性　4人：女性　10人
管理的地位における女性職員　14.6%
　（48人中女性7人）
　男性職員　41人/243人中
　女性職員　 7人/161人中
監督的地位における女性職員　25.0%
　（64人中女性16人）
　男性職員　48人/243人中
　女性職員　16人/161人中

[課題]
・男性・女性を問わず、管理監督職の魅
力なり、モデルとなる職員の育成をする
必要があります。

総務課

人権政策課・事業所に働きやすい職場づくりのための情
報提供、啓発を行います。
・「男女共同参画に関するアンケート調査」
については報告書を送付し、その際に啓発で
きるもの（パンフレットなど）も同封しま
す。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ (3)

①

③

子どもの人権問題

[成果]
・要保護児童のリスク度等を定め、必要
な保護・支援を行うことに努めました。

[課題]
・要保護児童に対する支援を行うための
専門職の充実を図る必要があります。

子育て支援
課

・令和３年３月より子育て世代包括支援センターを
設置し子育てコーディネーターと母子保健コーディ
ネーターを配置し、相談体制の充実を図りました。
・令和４年３月より「だざいふ子育て応援アプリ」
を導入しコロナ禍で孤立や支援を必要とする親子が
増加するなか、子育てに関する情報配信の提供を行
いました。

「児童虐待防止ネット
ワーク」の充実、強化

児童生徒の学力保障・
進路保障の充実

地域における子育て支
援の充実

②

・南児童館に指導主事と指導員を配置し、新型コロ
ナウイルス感染症の感染状況を踏まえながら、促進
学級（教科指導）を実施し、長期休暇中のスクール
活動などを開催して、学力保障等の取り組みを行い
ました。
○促進学級（教科指導）
　428回　延べ1,313人
○特別活動（長期休暇中のスクール活動）
　36回　延べ261人
・促進学級については、児童館指導員に加えて、学
校教職員も参加し、また、定期的に行う「みなみ
ネットワーク」事務局会に、今年度から学校教育課
及び人権政策課担当職員も参加して、学校との連携
を図っています。

　子どもたち一人ひとりの個性や
能力を伸ばすために、指導方法や
指導体制の工夫や改善を行い、基
礎・基本の定着を図り、確かな学
力を育んでいきます。
　また、子どもたち一人ひとりの
能力や適性を理解し、目標を持っ
て進路の選択ができるよう、個別
指導を徹底します。

　要保護児童に関する通告義務な
ど、児童虐待防止についての市民
啓発に努め要保護児童に対して適
切な保護が行われるよう「要保護
児童対策地域協議会」において関
係機関との連携を強化し、要保護
児童の早期発見と児童の保護・支
援に取り組みます。

　「太宰府市子ども・子育て支援
事業計画」に基づき、子育て支援
センターの機能充実、保育サービ
スの充実、子育て支援のネット
ワークづくり、また、子育てに関
する情報提供、相談体制の充実を
図ります。

学校教育課

・地域の子育て支援の資源（地域子育て支援
センター、地域子育てサロン、サークル活動
リーダー、地域の中での子育て応援や支援活
動に関心がある方）への支援や情報交換会の
実施を行い子育て支援のネットワークづくり
を行います。
・こんにちは赤ちゃん訪問事業・養育支援家
庭訪問事業を継続して実施します。
・今後とも市ホームページ・広報、支援セン
ターだより等により、子育てに関する各種情
報の発信を行います。

[成果]
・「だざいふ子育て応援アプリ」の導入
において、ICTを活用した新たな子育て
支援情報を配信することができ、安心し
て出産・子育てができる環境をサポート
しています。
・子育てワンストップサービスを目指
し、子育て応援事業と母子保健事業を実
施しました。

[課題]
・子育てワンストップサービスを実施す
るためにキラキラルームと一体化を目指
します。
・「だざいふ子育て応援アプリ」の予防
接種や乳幼児健診に関する機能を充実さ
せ、子育てに関する各種情報を発信し、
さらに子育て支援を図る必要がありま
す。

［成果］
・新型コロナウイルス感染症の感染状況
を踏まえながら、各学校と連携し、南児
童館の児童・生徒の学力保障の取り組み
を行うことができました。
・指導主事や指導員と連携し、また、学
校教育課及び人権政策課担当職員が「み
なみネットワーク」事務局会に参加する
ことで、南児童館の児童・生徒の実態を
把握することができました。

［課題］
・児童・生徒及び保護者等に対して、地
域の協力も得ながら周知啓発を行い、で
きるだけ多くの子どもたちが参加するた
めの取り組みが必要です。

・全国学力・学習状況調査や福岡県学力調査
の結果を分析して明確になった成果や課題に
ついて、各小中学校に情報提供するととも
に、本年度の取組につなげることでPDCAサイ
クルの構築を支援します。
・学習の土台となる基礎、基本の定着を重要
視し、学力向上コーディネーターや指導工夫
改善教員を活用しながら、各学校で学力の底
上げを図る取り組みを推進します。

・南児童館の児童・生徒たちが学力の向上を
実感できるように、家庭・地域・学校等と連
携した取り組みを行なうとともに、事業内容
の充実を図ります。

[成果]
・学力調査の分析と改善のサイクルが、
すべての学校で定着してきました。

[課題]
・学力の学校間格差、学級間格差が大き
くなっています。

・全国学力調査、福岡県学力調査、小学校２年生の
通過テスト、小学校４年生の学力テスト、年度末の
小学校全学年と、市としての学力調査・分析のPDCA
サイクルを確立して、学力分析及び各学校への情報
提供を行っています。
・年間２回の校長学力研修会を行い、第１回目に本
年度の目標を、第２回目に成果を発表するようにし
ました。各学校の取組みと成果についての情報共有
を図ることができました。

・乳幼児健診未受診者に対する受診勧奨を行
い、身体状況の確認ができない乳幼児等に対
して関係各課、児童相談所と連携し安全確認
に取り組みます。
・実務者会議を奇数月に６回開催し、学校部
会年２回、市内の小中学校で開催し、情報・
意見交換を実施するなど連携を図り、要保護
児童の早期発見と児童の保護・支援に取り組
みます。
・緊急の対応の場合は組織的に対応をとれる
ようにケース会議の充実を図ります。
・未就学児に対応するために、保育所
（園）、幼稚園、小中学校との情報共有・意
見交換の場をつくり、より一層連携を強化し
ていきます。

・福岡県内での虐待死事件をうけ、未就学児の現認
確認の厳格化が福岡県内で実施されており、その
ルールとして福岡ルールが定められ、福岡ルールに
沿って要保護児童の保護・支援に取り組んできまし
た。
・児童相談所・警察・教育委員会・学校等と連携を
図り保護・支援に取り組みました。

※福岡ルール
乳幼児健診の未受診の判明から約１ヶ月間に、３回
家庭訪問しても、家庭訪問に応じない場合や、子ど
もの安全が確認できない場合には、児童相談所に
「虐待の恐れがある」と通告するルール。

子育て支援
課

社会教育課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ (3) ④

インターネットによる
人権侵害への対応

　ネットいじめの急増など、ス
マートフォンも含めたSNSにおける
子どもへの人権侵害が増加してお
り、関係機関やNPO等と連携して対
応するとともに、学校や家庭教育
においても子どもたちへのモラル
教育等指導を強化します。

[成果]
・関係者及び関係団体に対して、啓発を
行うように努めています。

[課題]
・研修会等だけでなくあらゆる場面にお
いて、啓発を行うことが必要がありま
す。

・各種主催事業で、学習テーマや内容に子ど
もとスマートフォンについての問題等を取り
入れ、SNSによる「いじめ」や個人攻撃等の啓
発を行うとともに、関係団体等に協力依頼を
します。

社会教育課

スクールカウンセラー
及びスクールソーシャ
ルワーカーの配置

⑤ ICTを活用した授業実践に伴い、SNS活用の危険性へ
の指導も行ってきました。またスマートフォン利用
に関する注意喚起や保護者に対してもインターネッ
ト利用にかかる啓発リーフレットの配布等を行って
います。

　スクールカウンセラー及びソー
シャルワーカーを配置し、教育相
談体制の充実と関連諸機関及び家
庭、地域と連携して問題解決に努
めます。

学校教育課

・各小中学校における情報モラル教育の有効
な実践の情報を収集し、ICT活用検討委員会等
において共有することで、計画的な実施、及
び課題に応じた即自的な実施を推進します。
・インターネット等の有用性と危険性の指導
を充実する取組を支援するとともに、機器の
有効な活用方法や子どもの意識の高め方、保
護者への啓発等に関する成果を収集し、市内
各小中学校の取組に反映するよう努めます。

・インターネットの適正及び安全な利用を促進すべ
く、関係機関への周知啓発を行いました。

　中学校ブロックごとに、スクールソーシャルワー
カーを配置し、継続的な支援を行うことができまし
た。また、スクールソーシャルワーカーと教育支援
センター、学校教育課が情報を共有する会議を、定
期的に開催することができました。

・令和２年度からスクールソーシャルワー
カーを会計年度任用職員として採用し、週４
日・２人体制で配置します。
・令和元年度に引き続き、定期的に教育委員
会とスクールソーシャルワーカーが報告会を
実施することで、不登校児童等の現状把握
し、スクールソーシャルワーカーがよりよい
環境で問題対応に当たれるよう意見交流をし
ます。
・市内小中学校の新型コロナウイルス感染症
拡大防止のための休業に伴い、児童生徒のメ
ンタルケアがさらに重要となるので、スクー
ルカウンセラー及びソーシャルワーカーのよ
り効率的な活用をするよう小中学校に指導し
ます。

学校教育課

[成果]
・校内の生徒指導会議にスクールソー
シャルワーカーが参加する体制ができま
した。そのため、関係機関への連絡等が
増えてきました。

[課題]
・スクールソーシャルワーカーの資質に
よる活動の差がみられます。高い資質を
備えた人材の確保が必要です。

[成果]
・SNS等のインターネット空間への接近
に対しての危機意識は高まってきまし
た。

[課題]
・インターネット上のサイトの在り方
は、日々変化し複雑化しており、教職員
や大人自身のスキルが求められます。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （４）高齢者の人権問題

介護保険事業の推進

介護予防の推進 [成果]
・自治会等における介護予防や生活支援
等の活動への支援を通じ、高齢者支援の
強化に努めることができたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、活動が
制限された団体が多数ありました。
・介護予防手帳、まほろば令和体操DVD
の配布により、地域出前講座の依頼が増
加したことで、介護予防の普及につなが
りました。
・高齢者在宅生活状況把握調査の結果、
介護予防の取り組みが必要な高齢者を把
握することができ、電話や訪問で状況確
認及び介護予防教室への参加勧奨を行う
ことができました。

[課題]
・多様化・複雑化する高齢者のニーズに
継続的に対応するため、社会福祉協議
会、自治会関係者との連携体制をより緊
密にしていく必要があります。
・高齢者の身近な地域の拠点（公民館
等）での教室開催の機会を増やす必要が
あります。

・一般介護予防事業の実施の継続および市民
への周知を強化します。
・効果的な介護予防事業の展開に向けて、参
加者の教室に対する介護予防意識調査、行動
変容調査アンケートを実施し、介護予防効果
の検証を実施します。
・閉じこもり傾向の軽度の認定者について
は、短期集中予防サービスとして、専門職が
自宅を訪問して行う生活支援や、事業所に通
所して行う運動機能向上プログラム等実施し
ます。

・地域における一人暮らし高齢者の見守りなどの課
題を話し合う場として、東中校区に設置している第
２層協議体（中学校区単位での協議体）において、
高齢者の外出機会創出のための事業実施に向けての
話し合いを行いました。また、市域全体での課題を
検討するための第１層協議体の設置を行いました。
・高齢者の孤立防止や介護予防など目的として介護
予防や生活支援に資する活動を行っている団体に対
して補助金を交付しました。
　30 団体　2,029,620円
・地域出前健康講座（自治会での介護予防事業に講
師を派遣するもの）を実施しました。
　26回 、延640人

・高齢者福祉の増進を目的として、地域において介
護予防や生活支援に資する活動している団体に対し
て補助金を交付しました。
　30 団体　2,029,620円
・一般介護予防事業として、介護予防教室や健康相
談を実施しました。
　開催回数、参加者数は、
　○まほろば令和体操教室：32回　延べ651人
　○フレイルチェック講座：８回　66人
　○すこやか相談：10回　延べ85人
　○地域出前講座：26回　640人
・コロナ禍で外出自粛が続き、活動量が低下したこ
とにより、要介護状態となるリスクが高くなってい
る高齢者が増加していると思われます。そのため、
心身機能低下予防に効果的な体操及び運動の仕方や
流れを視覚的に伝えることができるDVDを創作し、
地域での活動の継続と定着を支援することを目的と
して、太宰府市オリジナルの介護予防体操「まほろ
ば令和体操」DVDを作成しました。
・10～11月に介護認定を受けていない75歳以上の高
齢者に対して、高齢者在宅生活状況把握調査を実施
しました。
調査票配布数　7,625件
回答数　　　　5,077件

① 高齢者を支援する地域
づくり

③

② 　特定高齢者(生活機能が低下して
いて、介護が必要となる恐れのあ
る虚弱な高齢者)の把握に努め、地
区公民館での「いきいき元気教
室」や「介護予防教室」を開催す
るとともに、要介護・要支援認定
者、特に軽度の認定者(要支援１，
２)に対しては、新予防給付によ
り、要介護・要支援状態の重度
化・悪化の防止と自立支援を重視
したサービス提供に努めます。

　地域における「一人暮らしの高
齢者見守り」や「サロン活動」な
どを市内全域で実現し、また、男
性高齢者の地域参加のため、男性
料理教室などの開催を支援しま
す。

・県主催の認定審査委員新任研修、認定調査員・認
定審査会関係者を対象としたセミナーなどに参加
し、審査会委員等の知識向上に努めました。
・サービス事業者を対象としたケアプランチェック
を２回（計50件）、市内ケアマネジャーを対象とし
た情報交換会を１回実施（１回は新型コロナウイル
ス感染症の影響で中止）し、給付費の適正化につな
がるよう情報共有を行いました。
・制度改正内容の広報による周知、パンフレットに
よる制度についての情報提供を行いました。また、
自治会等からの要請による出前講座は新型コロナウ
イルス感染症の影響で要請は少ないものの対応しま
した。（２回）
・賦課通知書に軽減措置の案内を同封し、低所得者
の負担軽減に努めました。

　高齢者が介護を要する状態に
なっても、できる限り住み慣れた
自宅や地域でその人らしい自立し
た生活を送ることができるよう、
介護サービスの基盤整備に努めま
す。特に、認知症高齢者の在宅生
活の継続を支援するため、認知症
対応型通所サービスや認知症対応
型共同生活介護などの適切な利用
を進めます。
また、サービスの質の確保と向上
を図るため、介護サービス従事者
に対する研修の開催や、事業者間
の情報交換、連携支援に努めま
す。
さらに施設サービスについては、
県や介護保険施設と連携し、入所
者が可能な限り、在宅に近い形で
快適に生活できる環境づくりを促
進します。

高齢者支援
課

・認定審査委員の資質向上に向けた研修を実
施します。
・サービス利用動向などの情報を事業者に提
供することにより、事業展開支援及び供給量
の確保に努めます。
・ケアプラン・住宅改修等に関する適正化事
業を実施します。
・広報、ホームページ、出前講座により、
サービスの利用方法や事業者情報の提供に努
めます。
・県などとの連携によるサービス事業者に対
する研修の実施・自主研修の要請に努めま
す。
・低所得者に対する各種制度による負担軽減
に努めます。

[成果]
・ケアマネジャーへの情報提供、情報交
換によりケアプラン作成に伴う質の向上
及びサービス利用の適正化を図ることが
できました。
・介護認定審査会委員等の研修参加を呼
び掛けることで、委員等の質の向上・審
査の適正化を図ることができました。

[課題]
・被保険者（65歳以上）への介護保険制
度に関する情報を、ホームページやパン
フレット等を活用して、情報提供するよ
う努めることが必要です。

・平成29年度中に配置した生活支援コーディ
ネーターを中心に地域資源を集約するととも
に、市や社協、地域住民が一体となって地域
の課題やその解決策を考えていく場の設置を
検討します。
・地域の拠点（公民館等）での出前健康講座
のメニューを充実させ、地域における介護予
防の取り組みに活かしていただけるよう周知
します。

介護保険課

高齢者支援
課

[成果]
・自治会等における介護予防や生活支援
等の活動への支援を通じ、高齢者支援の
強化に努めることができたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、活動が
制限された団体がありました。

[課題]
・地域における課題を話し合う場である
第２層協議体を未設置の地区（太中校
区、学中校区、西中校区）にも設置する
必要があります。
・多様化・複雑化する高齢者のニーズに
継続的に対応するため、社協、自治会関
係者との連携体制をより緊密にしていく
必要があります。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （４） ④

⑤

⑥

高齢者支援に関する市
民への啓発

　高齢者への虐待や介護放棄など
の事例を抱えている家族には、高
齢者一人ひとりの基本的人権を尊
重するという認識のもと、改善に
向けた個別の啓発を行います。一
方、地域での高齢者支援の役割な
どに関しては、市広報への掲載や
講演会の開催などによって市民啓
発に努めます。

　介護申請を始め、高齢者の問題
事例、成年後見人制度などの相談
業務窓口である地域包括支援セン
ター職員の資質向上に努めます。
　また、人権擁護委員を始め関係
機関とも連携を深めて、相談業務
の充実に努めます。

各種相談業務の充実

・消費者の会と講座内容の検討及び改善を行
い、出前講座を実施します。(年間12回を計
画)
・高齢者を見守る団体を対象に、高齢者の消
費生活に関するトラブルが発生した際に必要
な知識についての講演会や寸劇の開催等、啓
発を行います。
・消費者安全確保地域連絡会議を年間３回程
度開催して、啓発活動や情報共有を図りま
す。

[成果]
・２校区部会において、民生委員・児童
委員との情報交換会を実施しました。
また、三職種及び認知症地域支援推進員
による、市民や地域の支援組織からの相
談を通じて、孤立した高齢者の把握とそ
の支援を実施しました。

[課題]
・相談者や対象者の同意を得ながら情報
の共有を行うなど、個人情報の慎重な取
り扱いが課題としてあげられます

・地域包括支援センターの機能強化を図るた
め、医療や介護の関係機関との連携を強化す
るとともに、様々な機会を通じて、地域包括
支援センターの周知に取り組みます。
・多岐にわたる相談内容に対応できるよう、
各種研修会や情報交換会に参加、地域ケア個
別会議でのケース検討を行うことで、専門職
の知識向上や各専門機関との連携体制の強化
を図ります。

・学業院中学校区、太宰府西中学校区の民生委員・
児童委員協議会と情報交換会を実施しました。ま
た、認知症地域支援推進員が、民生委員児童委員と
の連携を取りながら、地域課題の掘り起しと支援、
社会資源の把握に努めました。
・高齢者名簿を作成し、自治会長、民生委員に配布
することにより、独居高齢者、高齢者のみ世帯に対
する地域ぐるみでの見守り、支援に役立てました。
・一般介護予防事業の実施の啓発を広く周知するこ
とで、孤立化の恐れのある高齢者が社会参加できる
機会としました。

［成果］
・有資格者の配置や関係機関との連携に
より、さまざまな相談や困難事例に対応
しています。

［課題］
・今後も地域包括支援センターや地域包
括支援サブセンターの相談窓口をより多
くの市民に利用してもらえるように、周
知・啓発を継続するとともに様々な事例
に柔軟に対応できるよう、関係機関との
連携を強化していく必要があります。

・あんしん相談を年間12回開催します。
・さまざまな困難事例に対し、関係機関や多
職種での協議を行いながら迅速な対応に努め
ます。
・最新の情報が発信できるよう、掲載内容の
定期的な見直しを行います。
・自治協議会主催の健康フェスタにおいて全
地区での地域包括支援センター及び地域包括
支援サブセンターの周知を行い、啓発の対象
者に見合った手段・内容となるよう、啓発方
法を工夫して実施します。
・認知症地域支援推進員を中心に認知症サ
ポーター養成講座を行い、その増員に努めま
す。

［成果］
・あんしん相談を社会福祉協議会と連携
し、新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止する月もありましたが、おおむ
ね計画どおり開催しました。

［課題］
・今後も高齢者数は増加していくことか
ら、継続して高齢者支援に関する啓発を
行う必要があります。
・啓発及び相談等の各取り組みも、より
効果的な方法を検討し、高齢者だけでな
く、高齢者を支える年齢層（主介護者と
なりうる子ども世代：壮年期）への啓発
にも取り組む必要があります。

　健康や福祉に不安がある高齢者
を決して孤立や孤独にさせないと
の観点に立ち、地域ぐるみで住民
一人ひとりに目が行き届く政策を
進めます。

高齢者の孤立化への対
策

高齢者支援
課

・令和３年度の総合相談件数：10,703件
・高齢者夜間・休日電話相談事業（高齢者あんしん
ダイヤル）：62件
・地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口
と位置づけられており、三職種（主任ケアマネ
ジャー・保健師・社会福祉士）及び認知症地域支援
推進員を中心にさまざまな困難事例に対応しまし
た。
・困難事例については、必要に応じ人権政策課など
関係機関と連携しケース対応を行っています。

産業振興課【出前講座】
・市消費者の会と協働し、悪徳商法の対処法および
未然防止に関する「消費者啓発出前講座」を例年実
施してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影
響のため中止し、デイケア施設等に啓発物品を配布
しました。
・庁内関係課を構成員とする「消費者安全確保地域
連絡会議」を通じて、高齢者等に対する啓発活動や
情報共有を行うなど、連携体制を強化しました。

［成果］
・デイケア施設等に啓発物品を配布し、
高齢者に分かりやすく被害防止を伝える
ことができました。
・消費者安全確保地域連絡会議を通じて
スムーズな啓発活動や情報共有ができま
した。

［課題］
・高齢者を狙う消費者トラブルが年々増
加および多様化していることを踏まえ、
講座内容や啓発方法を工夫していく必要
があります。
・消費者安全確保地域連絡会議を通じ
て、より効果的に対象者へ啓発を行う必
要があります。

・あんしん相談を年間９回開催し、相談件数は延べ
28件でした。（新型コロナウイルス感染症の影響に
より３回中止）
・虐待等の困難事例においては、地域包括支援セン
ターを中心に、関係機関や多職種での協議を行いな
がら、ケース対応を行っています。
・あんしん相談は市政だよりに掲載し、成年後見制
度については、市のホームページに常時掲載してい
ます。
・市政だより、ホームページへの掲載等により、啓
発活動を実施しました。

高齢者支援
課

高齢者支援
課

・引き続き、民生委員・児童委員との連携を
強化し、高齢者に対して、より効果的な見守
りや支援ができるようにすることを目的とし
て、情報交換会を実施します。
・高齢者名簿を作成し、自治会長、民生委員
に配布することにより、独居高齢者、高齢者
のみ世帯に対する地域ぐるみでの見守り、支
援に役立てます。
・包括支援センター三職種及び認知症地域支
援推進員を中心に、高齢者虐待や認知症の相
談に対応、地域の見守り体制の構築、併せて
関係機関との連携、ネットワークの構築を図
ります。
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （５）

②

［課題］
・障害者総合支援法に規定された国の指
針により実施が必要な施策の展開が必要
です。

③ 　個々の障がいのある人々の障が
い支援区分や社会活動、介護者、
居住の状況により介護給付や訓練
等給付などの支援をしていきま
す。

・NPO法人太宰府障害者団体協議会が運営する
地域活動支援センター「あす・ラック工房」
の支援をはじめ、就労機会の拡大に向け、関
係機関と連携し、就労支援を図ります。
・「障害者優先調達推進法」の趣旨に沿っ
て、障害者就労施設等が受注の機会を確保で
きるように努めます。
・ハローワークと連携しながら、事業所への
障がい者雇用の理解と協力を依頼し、就労支
援を推進します。

　雇用の場の確保や就労支援の充
実を図るため、ハローワークと連
携し、企業などに対して障がい者
雇用の理解と協力を求めていくと
ともに、職業相談や職業実習によ
る就労支援に努めていきます。

[成果]
・こども発達相談室の周知が行き渡り、
医療機関からの紹介も増え、相談件数が
増加しています。

[課題]
・増加傾向にある相談や個別、親子グ
ループなどに対応できるように、まずは
施設の整備を整える必要があります。
・頻度の高い療育が必要な子どもたちを
受け入れる療育機関の枠がなく、相談室
で引き続き、月１回の発達支援をせざる
を得ない状況が増えています。
・関係課とそれぞれの役割をどう果た
し、連携していくかを深めていく必要が
あります。

就労支援の充実

　専門の相談員を配置し、障がい
のある人やその家族が抱える多様
な問題に適切に対応できる相談指
導の充実に努めるとともに、関係
機関と連携しながら取り組んでい
きます。

障がい福祉サービスの
展開

［成果］
・地域活動支援センター「あす・ラック
工房」で活動することによって、日常生
活や社会生活において、地域社会の中で
の活動につながっています。
・各課決算額は前年度と比較し増額にな
りました。
　　令和３年度決算額：1,895,142円
　　令和２年度決算額：1,102,060円
　　令和元年度決算額：1,111,956円

［課題］
・障害者就労施設等の調達物品等が限ら
れており、受注を増やすための検討が必
要です。

・子ども発達相談室における相談支援を継続
して実施します。
・現在配置されている保育士４名、臨床心理
士２名、言語聴覚士１名により、相談体制の
充実と関係機関との連携強化に努めます。

・障がい福祉相談件数
　　令和３年度　1,243件
　　令和２年度　　738件
    令和元年度　　149件
・筑紫地区地域自立支援協議会の事務局会12回、相
談支援部会４回を開催し、障がい者の様々な問題に
ついて検討しました。事例検討による情報の共有や
広域での障がい者支援体制について検討しました。
・多様化する障がい者の相談に対応するため、市内
の福祉関係者を構成メンバーとする太宰府市障がい
福祉ネットワーク会議を年２回を開催しました。
・地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務等
を行う基幹相談支援センターを設置しました。

相談支援体制の充実①
障がいのある人の人権問題

・「障害者総合支援法」に基づき、地域にお
ける共生社会の実現に向けて、障がい福祉
サービスの充実等、障がい者の日常生活及び
社会生活の総合的支援を推進します。
・利用者の障がいの特性・状態や環境に応じ
た支給決定を行います。

・障がいのある人の自立と社会参加に向けた活動等
の支援施策として、NPO法人太宰府障害者団体協議
会が運営する地域活動支援センター「あす・ラック
工房」への運営支援を行いました。市役所内売店で
は、障がい者の就労支援の場として活用しました。
・障害者優先の調達物品等の利用促進のため、令和
４年度予算編成時に事前調査を実施し、各課予算に
計上しました。
・市内就労継続支援事業所を訪問し状況把握を行い
ました。
・商工会会員を対象に、障がい者雇用に関するアン
ケートを行いました。

・個々の障がいの特性や程度に応じた障がい福祉
サービスの提供ができるよう、丁寧な聞き取りや適
正な調査を行い、障がい福祉サービスの支給決定を
実施しました。
・筑紫地区自立支援協議会緊急ショートステイ部会
を設立し、新たな事業展開の検討を開始しました。

・こども発達相談室では、未就学児の発達に関する
相談を受け、発達の特性の早期発見に努めるととも
に、関係機関と連携し、必要な支援を行いました。
また、保護者が子どもを理解し、具体的な対応を学
ぶ場として、個別相談（保護者のメンタルフォロー
を含む）、親子グループなどの保護者支援にも重点
を置き、実施しました。
〇令和３年度実施件数
　一般相談　　　　　　480件
　幼保訪問相談　　　　132件
　グループ・個別支援　844件
　検査　　　　　　　　177件

・令和３年度から基幹相談支援センターを設
置し、障がい福祉担当窓口に社会福祉士を３
名配置し、多様な問題に適切に対応します。
・福祉課窓口の手話通訳者配置について、終
日配置を実施します。
・広域での障がい者支援体制の整備について
は、筑紫地区地域自立支援協議会において協
議しながら進めます。
・太宰府市障がい福祉ネットワーク会議を充
実し機能させることで、市だけでは支援が困
難な事例について解決を図ります。

［成果］
・筑紫地区や市内の関係課・団体との会
議を開催し、様々な問題の検討ができま
した。

［課題］
・筑紫地区地域自立支援協議会を基にし
て、広域での障がい者支援体制の整備を
継続して検討する必要があります。
・行政内部にとどまらず、医療機関、
サービス事業所やその他支援に必要な関
係者が連携して、必要な支援の検討を
行っていく必要があります。

福祉課

福祉課

元気づくり
課

福祉課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （５）

・「障害者虐待防止法」に基づき通報窓口等を設置
し、相談体制を整えています。
・「障害者差別解消法」に基づき、職員（部課長）
対象の研修会を開催しました。
・とびうめアリーナ及び市民プールの指定管理者職
員を対象に「障害者差別解消法」に関する研修会を
実施しました。
・障がい者週間や発達障害啓発週間に合わせて、広
報やHP、SNSによる啓発を行いました。
・新型コロナウイルスワクチン接種において、聴覚
障がい者への情報保障として遠隔による手話通訳
サービスを提供しました。
・西鉄都府楼前駅周辺の老朽化した視覚障がい者誘
導用ブロックの補修工事を行いました。
・市役所等の窓口に「耳マーク」掲示するととも
に、HPやSNSで広く周知しました。
・成年後見市長申し立てを２件実施しました。
・虐待通報に対して適切な対応を行いました。

　障がいを理由とする差別をなく
し、日常生活や社会生活を営む上
での制約となる社会的障壁を取り
除くために、市民への啓発や相談
体制の整備、職員の対応要領等を
活用した職員研修を行い、必要か
つ合理的な配慮を実施していきま
す。

・障がいのある人への支援として、コミュニケー
ション支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣）、
日常生活用具給付事業、移動支援事業等を実施しま
した。
・障がいのある人を日常的に介護している家族の一
時的な休息と障がいのある人の日中における活動の
場を確保するための日中一時支援事業を実施しまし
た。
・自動車改造費助成事業の対象要件を近隣市と同等
程度に緩和しました。

［成果］
・障がい者及び障がい児がその有する能
力及び適性に応じ、自立した日常生活又
は社会生活を営むことができるよう、地
域の特性や利用者の状況に応じた、サー
ビスの支給決定を行いました。
・新型コロナウイルスワクチン接種会場
で、タブレットを使用した遠隔手話通訳
を活用し、支援を実施しました。

［課題］
・引き続き障がい者のニーズを把握し、
必要なサービスを提供することが必要で
す。

地域生活支援事業の推
進

④

［成果］
・障害者差別解消法職員研修会参加者40
人
・障害者差別解消法指定管理者研修会参
加者21人
・遠隔手話通訳サービス17回
・視覚障がい者誘導用ブロック補修工事
L=170.5m

［課題］
・「障害者虐待防止法」、「障害者差別
解消法」に関する職員の理解を深めるた
め、継続して行っていく必要がありま
す。
また、市民の方への周知も定期的に行っ
ていく必要があります。

　障がいのある人が、その有する
能力や適性に応じ自立した日常生
活または社会生活を営むことがで
きるよう支援していきます。

障がい者差別の解消の
推進

・「障害者差別解消法」に基づき、全職員を
対象とした研修会を継続して実施します。広
報や出前講座などを通じて市民に向けた周知
を実施します。
・虐待問題については、今後とも相談・通報
等があった場合には、被害者や届出者の保護
に配慮しながら早急に事実確認を行います。
虐待の事実が認められた場合には、一時保護
や支援を行っていくとともに、市民・事業者
に対し、障がい者虐待に関する啓発及び通報
窓口の周知を行うと同時に、関係機関との連
携等、支援体制の整備を行います。

・障がいの有無に関わらず「みんなで支え合
い　ともに幸せに暮らせる　人権と福祉のま
ちづくり」の実現を目指します。
・障がい者の自立を促進し、住み慣れた地域
で日常生活及び社会参加をするため、支援の
対象や内容等を検討し充実を図ります。
・タブレットを使った遠隔手話通訳等によ
り、コロナ禍におけるコミュニケーション支
援の向上を図ります。

⑤ 福祉課

福祉課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （６）

① 【国際理解教育関連事業（合計14回）】
・国際交流員を小中学校の国際理解教育関連授業の
ために年間を通じ13回派遣しました。
　○太宰府西小学校（10回）
　○太宰府南小学校（１回）
　○水城西小学校（２回）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、太宰府
西中学校は実施せず。

・国際交流員を市内の高校へ行政出前講座のために
派遣しました。
　○太宰府高校（１回）

【各団体の国際交流推進】
・（公財）太宰府市国際交流協会を通じて以下の事
業を行い、留学生や在住外国人との交流を推進しま
した。

　○留学生フォーラム
　　開催日：８月28日（土）
　　場　所：オンライン
    参加者：外国人54人

　○日本文化体験講座
　　開催日：11月20日（土）
　　場　所：太宰府天満宮余香殿
　　参加者：外国人14人　日本人６人

　※新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　　○フレンズ倶楽部メンバーのつどい
　　○太宰府市民政庁まつり
　　○世界文化体験講座

・（公財）太宰府市国際交流協会を通じて以下の事
業を行い、市民の国際理解を推進しました。
　○国際理解講座
　　開催日：１月22日（土）
　　場　所：プラム・カルコア太宰府
　　参加者：日本人53人

　○国際交流協会事業報告パネル展
　　開催日：８月２日（月）～13日（金）
　　場　所：太宰府市庁舎１階：

　※新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　　○国際理解教育支援事業

[成果]
・国際交流員を市内小中学校に派遣し国
際理解教育を推進しました。
・（公財）太宰府市国際交流協会の事業
を支援し、市民の国際交流の促進に力を
入れています。コロナ禍の昨年度は感染
リスクの低い講座形式や見学・書道体験
などを通じて、留学生や市民にそれぞれ
の文化への理解を推進しました。

[課題]
・交流活動・国際理解には会話の有無が
とても重要ですが、コロナ禍のため積極
的に参加者同士の会話を伴う事業を企画
しにくいところがあります。コロナ禍で
も出来る交流事業を模索する必要があり
ます。
・（公財）太宰府市国際交流協会への事
業参加者は賛助会員など特定の市民が参
加しており、その他の市民の参加を増や
すために市との連携や周知広報活動が必
要です。
・国際交流イベント等を通じて国際理解
を深め、多文化共生社会の実現に向けた
取り組みが必要です。

・国際交流員（１人）を派遣し、各学校の国
際理解教育や各団体の国際交流推進のために
支援します。
・国籍や人種にとらわれない国際的な感覚を
育成するために、（公財）太宰府市国際交流
協会と協力して、外国人・留学生と交流した
いと思う市民の参加が増えるような魅力ある
事業を展開していきます。
・日本人と交流を深めることを望む外国人留
学生が増えており、広く地域住民にも参加を
促し外国人留学生と日本人市民が交流できる
機会を増やしていきます。
・外国人や市民が（公財）太宰府市国際交流
協会の事業に気軽に参加できるよう工夫（簡
単な日本語の使用や参加したいと思うような
デザインでのチラシ作成など）し、協会のSNS
や、市広報等でも周知するよう働き掛けてい
きます。
・人権政策課と協力し太宰府市民政庁まつり
で配布する（公財）太宰府市国際交流協会PR
配布物に法務省作成の外国人差別の啓発チラ
シ等を入れて配布するよう依頼します。

国籍や人種にとらわれ
ない市民意識の醸成

　国籍や人種にとらわれず、お互
いを対等な人間として認め合い、
理解し合うことのできる市民を育
成するため、市民への教育・啓発
活動に取り組みます。また、公益
財団法人太宰府市国際交流協会と
の協力により、国際理解講座や日
本文化体験講座など、市民や学生
と、外国人・留学生との交流活動
などをとおして啓発に努めます。

外国人の人権問題
国際・交流
課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ （６） ②

③

　外国人の住民登録など公的手続
関係や、文化や習慣の違いを踏ま
えて外国人が日常生活に抱える不
安や疑問などについて、総合的に
相談できる窓口の設置に向けて調
整していきます。

　道路・公共施設などの案内表
示、現在作成している「外国人の
ための太宰府市生活情報ガイド
ブック」に掲載する情報の更新、
その他手続関係のパンフレットな
どの外国語表記の充実や、デザイ
ンを多用し、見てわかる案内表記
を採用します。

・外国人が太宰府市で生活するために必要となる手
続き等をまとめた「外国人のための太宰府市生活情
報ガイドブック」について各課に修正点の有無を照
会し、（公財）太宰府市国際交流協会に協力を得な
がら英語・中国語・韓国語・ベトナム語・やさしい
日本語版の修正・更新部分をまとめた紙を令和２年
度に作成した冊子に挟み込みました。
・各課から依頼があった外国語の行政文書や掲示物
を、協会に登録されている語学ボランティアの協力
を得て随時翻訳しました。

国際・交流
課

［成果］
・市民課窓口に、相談窓口のチラシを設
置して外国人に配布しています。

［課題］
・総合相談窓口の設置まで至っていませ
ん。
・本市在住外国人も多国籍に渡るため、
多言語対応が難しいです。

市民課

生活全般にわたった相
談窓口の充実

[成果]
・「外国人のための太宰府市生活情報ガ
イドブック」の修正・情報を更新しまし
た。

[課題]
・やさしい日本語について庁舎内で認知
度が低いため、周知を図っていく必要が
あります。
・韓国語の翻訳は国際交流員が対応して
いますが、韓国語以外の翻訳は即時対応
が難しい状況です。また、文化財や観光
資源の翻訳など、専門的な公共物の翻訳
はボランティアでの対応が難しいことか
ら、今後担当課から専門の翻訳会社への
依頼の可否について検討の余地がありま
す。
・医療分野や防災分野の通訳、翻訳につ
いては、命にかかわる問題でもあるた
め、市だけでの対応は困難です。

・（公財）太宰府市国際交流協会の窓口のほか、
「外国人のための太宰府市生活情報ガイドブック」
に各種相談窓口を掲載し紹介しました。
・(公財)太宰府市国際交流協会の事業として毎週開
催している日本語教室にて、参加者の生活に関する
相談等を受け付けました。
　○日本語教室
　　開催回数：28回
　　※新型コロナウイルス感染症の影響で一時期休
校となったことから昨年度に比べ回数・人数減。
    開催場所：太宰府市いきいき情報センター
　　曜日時間：毎週月曜日10:00～11:45
　　学  習  者：１回あたり２～10人
　　　　　　　　　　　　（延べ141人）
　　出  身  国：６か国

・関係機関と連携を図りながら、外国人への
支援を行います。

・関係課や関係団体と調整を図りながら、国
際交流、国際協力や外国人の地域生活援助を
中心として翻訳に努めます。
・「外国人のための太宰府市生活情報ガイド
ブック」は、今後も外国人の意見を取り入れ
ながら改訂を重ねていきます。

外国人にも分かりやす
い情報提供

・日本語教室のスタッフ、市内留学生が在学
する大学、（公財）太宰府市国際交流協会と
連携しながら在住外国人や留学生が抱えてい
る悩みや疑問の把握に努め、相談できる場や
外国人が集まる場にて説明できる機会を検討
します。

[成果]
・日本語教室はティータイムの時間を割
愛するなどしてコロナ禍においても可能
な方法で開講しました。

[課題]
・日本語教室はマンツーマンで開講して
いますが、授業後のティータイムの時間
が無くなり他の学生、先生と交流する機
会が失われるため繋がりの希薄化が懸念
されます。
・外国人の方が抱える不安や疑問に対
し、気軽に相談できる窓口（国際交流サ
ロン）の設置には至っていません。
・日本語教室の講師はボランティアで来
ていただいており、講師の高齢化の問題
もあるため人材が不足しています。
・外国人向けに日本語教室を紹介してい
ますが、平日の昼間であるため、仕事や
学校に通っている人が参加しにくいとの
意見があります。

・住所等異動手続きに来られた外国人から在留資格
に関する相談がある場合、出入国在留管理庁に連絡
して手続きの指導を行っています。
　○外国人住民数
　　令和４年３月末　448人
　　令和３年３月末　499人
　　令和２年３月末　503人
　　平成31年３月末　462人

国際・交流
課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３

子育て支援
課

・現在用意している６言語だけではなく、そ
れ以外の言語対応が必要な際も、外国人の妊
婦が安心して出産に臨めるよう準備を行いま
す。
・外国人の子育て世代に対する事業の情報提
供、支援体制の構築に努めます。

（６） ③ 　道路・公共施設などの案内表
示、現在作成している「外国人の
ための太宰府市生活情報ガイド
ブック」に掲載する情報の更新、
その他手続関係のパンフレットな
どの外国語表記の充実や、デザイ
ンを多用し、見てわかる案内表記
を採用します。

　太宰府天満宮参道におけるリアルタイムの混雑情
報を24時間自動で検知・配信する「太宰府市混雑可
視化システム」を導入しました。
　日本語・英語・中国語・韓国語の４か国語で混雑
情報の配信を行い、本市を訪れる外国人が事前に混
雑状況を確認可能することで、三密を抑制し、安
全・安心で快適に過ごせる観光地としてのPRを実施
しました。

・案内板やパンフレットを作成する際には、
多言語での表記を行うなど、外国人にも分か
りやすい情報発信に努めます。
・アフターコロナを見据え、外国人を含む観
光客に向けた観光プロモーションの充実を目
指します。

・日本に初めて来られた外国人のために、市で作成
した４カ国語（ベトナム語、韓国語、中国語、英
語）の「外国人のための太宰府市生活情報ガイド
ブック」を配付するなど情報提供を行っています。

・「外国人のための太宰府市生活情報ガイド
ブック」を配付し、情報提供に努めます。

[成果]
・日本語版と外国語版の母子手帳を提示
して、ご希望の母子手帳を交付していま
す。令和３年度は、５人の外国人の方が
妊婦相談に来所され、外国版母子手帳を
１冊交付しました。

[課題]
現在用意している言語以外の母子手帳を
用意するなど、外国人への細やかな対応
が必要です。

市民課

[成果]
・コロナ禍で求められる安全・安心な観
光を楽しんで頂くため、太宰府天満宮参
道の混雑情報をリアルタイムに提供する
ことにより、三密の抑制に繋げることが
できました。

[課題]
・アフターコロナに向けて今後増加が見
込まれる外国人への効果的な情報発信の
手法を検討する必要があります。

[成果]
・転入手続に来られた外国人に冊子を配
付しています。

[課題]
・窓口案内標識に外国語での表示を推進
していく必要があります。また、転入さ
れる外国人も多国籍化しており、それぞ
れに合ったガイドブックや各課作成のパ
ンフレットの検討が必要です。

外国人にも分かりやす
い情報提供

・外国人妊婦向けに英語・中国語・タガログ語・韓
国語・タイ語・ネパール語・ポルトガル語の母子手
帳を用意しました。また妊婦以外でも海外から転入
され、母子手帳が必要な方にも交付をしています。
交付時は必ず面談を実施しており、必要時には外国
語に対応している医療相談機関を案内し、不慣れな
状況下でも十分なサポートが受けられるよう支援し
ています。

観光推進課
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施策の方向性 令和３年度の実施状況 評　価　(成果と課題） 令和４年度～５年度の実施計画 担当課項目 施策名
３ (7)

①

（８）
① 教育・啓発の推進

元気づくり
課

　ＨＩＶ感染者・患者やハンセン
病の治癒者及び家族などの基本的
な人権が守られ、社会の中で安心
して生活していくことができるよ
うに、筑紫保健福祉環境事務所や
福岡県藤楓協会などと連携を図
り、市民の正しい知識と理解を育
む啓発活動を積極的に推進してい
きます。
　学校教育の場では、人権教育の
中で、科学的知識と差別をなくす
意識を育む取り組みを進めます。

教育・啓発の推進

[成果]
　継続的な啓発・指導の成果で、差別等
に対して子どもが敏感に反応するように
なってきました。

[課題]
　ハンセン病やHIV等の個別的な人権課
題について、小中学生の発達段階に即し
た指導が必要です。

・感染対策に留意した上で、健(検)診や地域
健康づくり推進事業（健康フェスタ）などを
活用したHIV感染者・ハンセン病などへの正し
い知識を持っていただくための啓発を検討
し、実施してまいります。
・市ホームページや広報などで啓発を行って
いきます。

・学習指導要領の内容に沿って、教科書や
リーフレットを利用し、HIV感染者やハンセン
病等、幅広い人権問題に対する正しい知識や
理解が得られるよう指導を行います。

・太宰府市人権・同和問題啓発推進会構成団
体へ各種研修会への案内を行っていきます。
・街頭啓発等で市民への啓発を行っていきま
す。

人権政策課
産業振興課

・HIVやハンセン病に関する啓発用パンフレットや
ポスターを、手に取りやすい位置、目につきやすい
位置に配架することを留意し、保健センターに掲示
しました。
・ハンセン病の正しい知識の普及・啓発を行ってい
る藤楓協会に財政的支援を行うことにより、連携し
た啓発を行いました。
・ホームページの「よくあるご質問」コーナーに、
「エイズ検査をしたいのですが、どこでできます
か。」という内容を引き続き掲載しました。
・各種相談事業において、HIVに関する質問があっ
た際は、パンフレット等を用い、正しい知識の提供
に努めました。

・筑紫地区企業同和問題推進委員会への参画を通じ
て同会員（97会員）に対し、同会主催の下記研修会
への参加を呼びかけました。

日時：令和３年７月15日（木）14時
場所：ミリカローデン那珂川
演題：「企業のための性的少数者の人権入門」
講師：加藤　陽一　氏
参加者数：100人（企業65人、行政35人）

日時：令和３年11月12日（水）14時
場所：大野城まどかぴあ
演題：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵　氏
参加者数：85人（企業58人、行政27人）

[成果]
・筑紫地区企業同和問題推進委員会会員
への研修会参加の呼びかけにより、昨年
に比べ参加者も増え、性の多様性に関す
る視点に繋げてもらいました。

[課題]
・主体的な研修や市民啓発、情報発信が
必要です。

[成果]
・保健センターに来所された際（健診受
診や相談での来所の際）多くの市民に手
に取って読んでいただくことができまし
た。

[課題]
・令和３年度は新型コロナウイルス感染
症拡大の影響もあり、幅広い市民が利用
する集団健診での啓発ができませんでし
た。この状況はしばらく続くと考えられ
るため、感染対策に留意した上で実施で
きる啓発を検討する必要があります。
・藤楓協会が作成したパンフレット・ポ
スターの掲示を引き続き行うことと併せ
て、市広報などでも啓発を行っていく必
要があります。
・広報やホームページの掲載内容を充実
させる必要があります。

・市内４中学校で統一した標準制服を採用し
たことについて、その意義についても併せて
周知することで、環境面と意識面の両面か
ら、性の多様性に関する正しい理解と認識を
深めていきます。
・各教科等はもちろん、日常的な教育活動の
あらゆる場面において、機会をとらえながら
性的少数者に係る人権教育を推進します。
・性的少数者に係る児童生徒に対するいじめ
や差別を許さない適切な生徒指導・人権教育
を行います。

学校教育課

　各職場において、性の多様性に
関する正しい理解と認識を深め、
地域社会でのあらゆる場での啓発
を推進します。
　また、学校では、教職員への研
修を実施するとともに、人権教育
の中で、差別をなくす意識を育む
取り組みを進めます。

ＨＩＶ感染者などに関する人権問題

性的少数者の人権問題

　小学校に「ハンセン病を正しく理解しよう」、中
学校に「ハンセン病の向こう側」を配布し、活用の
指導を行いました。
　また、新型コロナウイルス感染症等によるいじめ
や差別が生じないように学校への注意喚起を行って
きました。

・市内４中学校で統一した標準制服を採用すること
ができ、４月から標準制服を着用した生徒が登校す
るようになりました。それに伴い、こうした制服を
取り入れた意義を理解させたり着用している友達へ
の配慮等について指導を行ってきました。

学校教育課[成果]
・標準制服についての保護者や地域の認
識が高まってきました。

[課題]
・こうした取り組みは継続的に行うこと
によって啓発が進むものであることか
ら、小学校の高学年への重点的な指導を
行い、気持ちよく進学できる環境づくり
が必要です。
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[成果]
・市のICTを利用した学習の広がりとと
もに、インターネット活用の危険性や有
効性の指導が行われるようになりまし
た。

[課題]
・インターネット上の差別的な書き込み
や性被害等の危険性のあるサイトへのア
クセスについて、注意喚起を行う必要が
あります。

・道徳や学級活動、総合的な学習の時間にお
いて、計画的・継続的に情報モラル意識を向
上させる学習を実施します。
・福岡県が実施する「保護者と学ぶ児童生徒
の規範意識育成事業」を利用して、外部講師
を招へいし、専門的な立場から、インター
ネットや携帯電話等の情報通信における人権
尊重の感性と認識を深めます。
・人権学習教材集「あおぞら」を活用し、イ
ンターネット被害や情報の危険性等の指導を
行います。

　個人情報の保護と運用に配慮し
つつ、より適切な取り扱いに努め
ていきます。

①
インターネットによる人権侵害問題

・組織におけるセキュリティ意識、個人情報保護意
識の向上及び職員個人のSNSやブログ、掲示板等へ
の投稿による情報漏えいを防ぐことを目的に、全職
員を対象としてeラーニング研修を実施しました。
　研修修了実績は、全職員を対象とした「情報セ
キュリティ関係研修」が申込数664コースに対し641
コース修了、個人番号利用事務従事職員を対象とし
た「番号制度関係研修」が申込数672コースに対し
617コース修了でした。

・平成29年８月１日に事前登録型運用を開始し、令
和２年12月末に当初登録者の更新を行いました。
　令和４年３月末　54人（更新案内を行いました
が、更新をしなかった者がいたため減少）
　令和３年３月末　55人
・本制度で登録した人の住民票等を第三者が請求し
た件数は３件で、本人に通知しました。
・ホームページには常時、パンフレットは市民課カ
ウンター、ポスターは市民課に常時掲示し、制度の
周知に努めました。
・平成29年度より住基情報システムについては静脈
認証を導入しており、更なるセキュリティ強化によ
り個人情報の保護に努めました。

　個人のプライバシーや名誉に関
する正しい理解を深めるための教
育・啓発を推進するとともに、悪
質な人権侵害となるようなイン
ターネットなどへの書き込みに対
しては、福岡県や法務局と連携し
て、プロバイダーなどにその情報
の削除を求めるなど、適切な対応
ができるよう取り組んでいきま
す。

個人情報の保護と運用

③

・同和問題啓発強調月間市民講演会の中で、現実に
発生しているインターネット上での差別について取
り上げていただき、インターネットの情報を鵜呑み
しないよう啓発を行いました。
・インターネットモニタリングの実施に向け内部で
検討を行いましたが、セキュリティ対策等の課題も
あり、年度内の実施には至りませんでした。

学校教育の場での啓発 　学校教育の場では、児童生徒及
び保護者を対象とした情報モラル
教育・啓発を学校や児童生徒の実
態に応じて計画的に実施すること
で、情報社会の倫理、法の理解と
遵守、安全への知恵、情報セキュ
リティ、公共的なネットワークな
どについての指導の充実を図りま
す。

　インターネットによる性被害防止を目的として
「児童の犯罪被害防止啓発リーフレット」を配布し
たり、保護者への啓発を目的とした「青少年のイン
ターネット利用にかかる保護者啓発資料」を配布し
ました。また、各学校では、道徳や特別活動におい
て、人権学習教材集「あおぞら」を活用したイン
ターネット利用にかかわる指導を行っています。

② インターネットによる
人権侵害への対応

文書情報課

市民課

[成果]
・情報セキュリティに係る研修は、修了
率96.5％となっており、意識付けが進ん
だものと考えています。
・個人番号利用に係る研修は、積極的な
受講の呼びかけにより、91.8％となって
います。

[課題]
職員への研修の必要性の意識付けを今後
も行います。

[成果]
・本制度により、第三者からの請求につ
いて本人に通知することが可能となって
います。
・文書情報課とともに住基システムの端
末に静脈認証を導入しており、セキュリ
ティ強化に努めました。

[課題]
・本制度に登録している者が54人である
ので、より多くの市民に周知する必要が
あります。

・広報、ホームページ、パンフレットなどで
PRします。

学校教育課

・eラーニング研修が個人情報の取扱いに係る
意識の向上に資することから、引き続き実施
するとともに、受講時期を見直して受講しや
すい環境を整えます。また、「個人情報保護
条例の運用の手引き」を職員にさらに周知す
ることにより、なお一層、個人情報保護の意
識の向上を図ります。

人権政策課
文書情報課

[課題]
・インターネットを介しての差別的書き
込みを抑止する有効な手立てがないのが
実情であり、法的な規制が必要ですが、
市民啓発の中で他人の人権を侵害するこ
とは重大な犯罪行為であることを伝えて
いく必要があります。
・モニタリングに必要なインターネット
環境を準備する必要があります。

・市民講演会や人権問題研修会の中に、イン
ターネットを介した差別的事象の現状や問題
点等を取り入れ、市民の人権感覚の向上を図
ります。
・差別的事象を発見した時は、速やかに法務
局や福岡県と連携し、再発防止の対応を行い
ます。
・インターネットモニタリングについて調
査・検討を行っていきます。
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・市のHPにおいて、新型コロナウイルス感染症に関
する偏見や差別に関するメッセージを掲載し、感染
者や医療従事者に向けた差別的な行為や同調圧力と
なる行為をしないよう呼びかけを行いました。

① [課題]
・市民からの様々な人権問題に関する問
い合わせに的確に対応できるよう、学習
会に参加したり、関係機関・団体からの
情報収集に努める必要があります。

・様々な人権問題に関する学習会等に参加
し、最新の情報入手に努めます。
・様々な人権問題に的確に対応できるよう、
関係機関、関係団体との連携を図り、情報の
収集に努めます。
・人権・同和問題に関する市民講演会では、
様々な人権問題にも触れてもらい、市民の人
権感覚を高めていけるよう配慮します。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い、医療従事者や感染者、その家族などに対
する根拠のない言動や誹謗中傷をなくす教
育・啓発を推進します。また、医療や社会機
能を支える方々に感謝とエールを送る取組み
も行います。

・市内企業への各種研修会参加の呼びかけ
や、企業独自の企業内研修実施等を検討して
いきます。
・「男女共同参画に関するアンケート調査」
については結果を分析し、企業への啓発に活
かしていきます。

[成果]
・筑紫地区企業同和問題推進委員会会員
への研修会参加の呼びかけにより、昨年
に比べ参加者も増え、ハラスメントに関
する正しい理解に繋げてもらいました。

[課題]
・商工会や筑紫地区企業同和問題推進委
員会とも連携して、市内企業等の協力を
得る必要があります。

　新型コロナウイルス感染症に関
する差別や偏見の防止など、喫緊
の課題も生じています。今後、さ
らに多様化する現代社会の進展に
伴い、新たな人権課題への対応な
どの議論を深めながら、関係機関
や関係団体と連携しながら、人権
侵害に迅速に対応していくととも
に、様々な機会をとおして人権教
育・啓発を推進していきます。

人権政策課

人権政策課
産業振興課

様々な人権問題

教育・啓発の推進 　市内企業の各職場において、ハ
ラスメントに関する正しい理解と
認識を深めるため、あらゆる場で
の啓発を推進します。

関係機関・団体との連
携

職場における人権問題
① ・筑紫地区企業同和問題推進委員会への参画を通じ

て同会員（97会員）に対し、同会主催の下記研修会
への参加を呼びかけました。

日時：令和３年７月15日（木）14時
場所：ミリカローデン那珂川
演題：「企業のための性的少数者の人権入門」
講師：加藤　陽一　氏
参加者数：100人（企業65人、行政35人）

日時：令和３年11月12日（水）14時
場所：大野城まどかぴあ
演題：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵　氏
参加者数：85人（企業58人、行政27人）
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